
長野県行政書士会会報

 小海線　冬（令和６年）

№166
2025.冬号

題字：長野県知事　阿 部 守 一 氏筆

長野県行政書士会



〔表紙〕　雪原を佐久市方面へ向かって走る小海線

　JR 小海線は山梨県小淵沢駅から長野県小諸駅の
78.9km を走る路線です。
　八ヶ岳の麓、標高 1000m を超える野辺山高原を
走り、清里駅─野辺山駅間には標高 1375m の JR 鉄
道最高地点があります。野辺山駅はすべての JR の
駅で最高の標高にあり（1345.6m）、あわせて 9 駅
が JR 駅標高の TOP 10 に入っています。

 （写真提供：佐久市デジタルフォトギャラリー）

 https://openphoto.app/c/sakuphoto3313
 DL：2025/1/10　撮影：佐久市（2024/2/6）
 クリエイティブ・コモンズ・ライセンス 表示 4.0 国際

行政書士倫理綱領
行政書士は、国民と行政とのきずなとして、国民の生活向上と

社会の繁栄進歩に貢献することを使命とする。
１　行政書士は、使命に徹し、名誉を守り、国民の信頼に応える。
２　行政書士は、国民の権利を擁護するとともに義務の履行に寄

与する。
３　行政書士は、法令会則を守り、業務に精通し、公正誠実に職

務を行う。
４　行政書士は、人格を磨き、良識と教養の陶冶を心がける。
５　行政書士は、相互の融和をはかり、信義に反してはならない。



─ 1─

・長 野 県 知 事　阿部　守一…………………………………………………… 2
・会 長　和田　英幸…………………………………………………… 4

・総 務 部 長　鈴木　潤……………………………………………………… 5
・農 林 建 設 部 長　上島　聡……………………………………………………… 5
・運 輸 交 通 部 長　良川　泰章…………………………………………………… 6
・国 際 部 長　三浦　洋子…………………………………………………… 7
・環 境 生 安 部 長　小野　清仁…………………………………………………… 9
・研 修 部 長　髙木　陽子…………………………………………………… 9
・法 務 部 長　栁澤　誠……………………………………………………… 10
・広報業務対策部長　吉田　靖史…………………………………………………… 11
・ADR センター長　二瓶　裕史…………………………………………………… 12
・外国人材受入企業サポートセンター長　赤羽　康志…………………………………………………… 12
・デジタル推進特別委員長　土屋　帝……………………………………………………… 13
・コスモスしなの支部長　栁澤　誠……………………………………………………… 14

・………………………………………………………………………………………… 15

・関東地方協議会連絡会参加の報告………………………………………………… 16

・文化講演会報告……………………………………………………………………… 18
・令和 6年度ブラッシュアップ研修会開催報告…………………………………… 20

・出入国在留管理庁からのお知らせについて（周知）……………………………… 21
・戸籍法の改正に伴う戸籍振り仮名制度の開始に向けた法務省からの案内ついて…… 23
・フリーウィルズキャンペーン２０２４について（周知）………………………… 26
・建設業許可等に係る現地相談窓口について（通知）……………………………… 28
・建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を…
改正する法律の一部の施行について（通知）… …………………………………… 29
・令和 7年度申請取次関係研修会の開催予定について…………………………… 37
・罹災証明書の申請様式の統一化について（周知依頼）…………………………… 39

・行政書士無料相談について………………………………………………………… 44
・長野県収入証紙の売りさばき業務の中止について（通知）……………………… 45
・職務上請求書確認日について（予定）……………………………………………… 46
・斡旋物一覧…………………………………………………………………………… 46
・行政書士業務を廃止される方へ…………………………………………………… 46
・職務上請求書払い出しに関する運用について…………………………………… 47
・会員専用ページの ID・パスワードについて… …………………………………… 51

・………………………………………………………………………………………… 52

・二名の支部会員が栄えある旭日小綬章を受章…………………………………… 58

・新年のごあいさつ…………………………………………………………………… 59

・入会・退会・単位会変更・法人会員……………………………………………… 60

・………………………………………………………………………………………… 60

新 年 あ い さ つ

各部長あいさつ

年 賀

日 行 連 関 係

事 業 報 告

業 務 資 料

お 知 ら せ

会 議 報 告

支 部 だ よ り

長 野 県 行 政 書 士
政治連盟のページ

会 員 の 動 き

編 集 後 記

─目　　　次─



─ 2─

新春を迎えて

� 長野県知事　阿　部　守　一

明けましておめでとうございます。謹んで新春のお慶びを申し上げます。
長野県行政書士会会員の皆様から様々な御支援、御協力を賜ることにより、旧年中も県政を
前進させることができました。深く感謝申し上げます。
さて、現在はVUCA（変動性、不確実性、複雑性、曖昧性）の時代と言われています。感
染症の世界的流行、気候変動による自然災害の多発化・激甚化、IT技術の急速な変化に伴う
産業構造の激変など、世界は劇的に変化しています。黒船来航から欧米列強と肩を並べるに
至った明治時代や、第二次世界大戦の焼け跡から立ち上がり奇跡的な経済復興を遂げた昭和期
などのように、将来が見通しにくい時こそ新しい未来への発展のチャンスが潜んでいます。
急激な人口減少という構造変化は、将来への希望の種でもあります。若い人たちの価値観は
多様性、包摂性をこれまで以上に認める方向に変化しています。担い手の不足は、誰もが活躍
できる可能性を広げています。子どもの数が増える局面では困難であった個別最適な学びは、
より実現しやすくなっています。AI・デジタルやロボット技術の進歩は、産業の生産性や暮
らしの利便性を高めつつあります。令和七年は、この大きな社会構造の変化を明るい未来に向
けた変革への好機ととらえ、引き続き「対話と共創」を重視して、次のような視点で県政を進
めてまいります。

一　幸福度を高める寛容な社会づくり
日本の社会は、特に若者や女性に対して特定の価値観を押し付けるような同調圧力が強いと
言われています。一人ひとりの生き方や価値観が尊重される「寛容な社会」をつくっていくこ
とにより、結果的に個人の幸福度が高まり、若い人たちが地元に居続けたい、戻りたいという
気持ちや、希望出生率の向上等につながると考えます。若者の社会参画を応援し、男女が平等
で、「共育て」も当たり前な社会の実現を目指して取り組みます。
二　楽しいまちづくり等生活圏の整備
人口減少期には、分散から集住への転換や社会インフラの最適化を進めなければなりませ
ん。また、災害が激甚化、多発化する中では、より安全性の高い地域に都市機能を集積させる
ことも必要です。こうした視点を踏まえ、県民の皆様からの要請が強い楽しいまちや便利な交
通をもあわせて実現することができるよう、県土のグランドデザインの策定に取り組んでまい
ります。
三　生産性向上のための経営革新支援
我が国の産業は、人口増加の恩恵を最大限に生かしながら発展してきました。しかし、労働
力が減少し、あわせて消費者も減少していくこれからの時代にあっては、付加価値労働生産性
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を向上させることに最大限注力することが必要です。幸い、AI・デジタル技術の発展はこう
した取組への追い風です。また、アジアを中心とする世界の経済成長も輸出やインバウンド客
の増大を通じて取り込むことが可能です。製造業のみならず農林業、観光業や建設業、さらに
は医療・福祉の分野なども含めて、DXやリスキリング、経営基盤の強化や輸出の促進などを
徹底的に支援します。
四　日本の学びの新しいモデルづくり
学びの「新しい当たり前」を共に創ろうという信州学び円卓会議からのメッセージを踏ま
え、子どもたちのやりたいことを支え、教員のチャレンジを支える、日本の学びの新しいモデ
ルを信州から創るとの決意を、昨年七月に教育長と表明しました。市町村や教職員、保護者や
地域の皆様と目指す方向性を共有し、学びの改革に取り組んでまいります。具体的には、公立
の小中学校等を対象とする「ウェルビーイング実践校TOCO−TON（トコトン）」の設置、時
代に即した特色あふれる県立高校づくり、教員の勤務環境や処遇の改善を教育委員会と連携し
て進めます。
五　待ったなしの脱炭素政策の加速化
2024 年の世界の平均気温は年間を通じて観測史上最高となり、産業革命前と比較して平均
気温の上昇を 1.5 度以内に抑えるというパリ協定の目標を突破することがほぼ確実になったと
言われています。脱炭素政策の推進は待ったなしであり、長野県ゼロカーボン戦略の様々な取
組を加速してまいります。太陽光発電については、新たに開設したポータルサイト「つなぐ信
州屋根ソーラー」等を活用して普及を加速します。また、信州健康ゼロエネ住宅の助成拡大に
よる住宅の省エネ促進や、公共交通機関の利用拡大、産業分野での水素利用拡大などを進めて
まいります。
六　命を守る地震防災対策の強化
令和六年能登半島地震の教訓を踏まえ、地震対策の更なる充実・強化を図るため、長野県地
震防災対策強化アクションプランを策定しました。「『地震災害死ゼロ』に挑戦」という高い目
標を掲げ、予防、応急、復旧復興の各段階に応じた 10 のアクションを設定しました。県民の
皆様には物資の備蓄や住宅の耐震化など自らの命を守るための取組をこの機会にぜひ進めてい
ただきたいと思います。県としても市町村等と協力して、災害に強い県土づくりや避難所環境
の整備、孤立集落への対策などに全力で取り組んでまいります。

今年は戦後 80 年を迎えます。平和の尊さを改めて胸に刻み、ゆたかな長野県づくりに全力
を尽くし、未来への希望を育んでまいります。今年一年の皆様の御健康と御多幸を心よりお祈
り申し上げ、新年の御挨拶といたします。
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　　　　　令和7年長野県行政書士会会長年頭所感

� 会　長　和　田　英　幸

　令和 7年の新春を迎え、謹んでごあいさつ申し上げます。長野会会員の皆様におかれまし
ては、日頃から本会事業にご理解ご協力をいただき心から厚く御礼申し上げます。
さて、令和 6 年度においてはデジタル化をより一層進めるため広報紙「行政書士
NAGANO」の紙ベース廃止に向けた取り組みや会議のペーパーレス化に向けた取り組みをは
じめとするDXを推進することで、役員の負担軽減、事務局体制の強化・整備について取り組
んでまいりました。
DX推進では、デジタル推進部が中心になり研修部や総務部、広報業務対策部、ADRセン
ターなど各部と連携しズームを使った部会・委員会などの会議や研修会などにおいて実績を上
げており、こうした取り組みにより役員・部員の負担軽減と本会の事務経費削減が図られてい
ます。また、事務局の運営においては事務局員の待遇改善を行い、更に事務効率化を図るた
め、ペーパーレス化の推進、事務における現金扱いを極力無くすことを進めています。これら
事務の変化に対し戸惑いを感じている会員もおありと思われますが事務改善及び組織のDX推
進はまだ道半ばですので、今後も引き続きご理解ご協力をいただきたくお願いいたします。
そして、今後さらに進む国や県への許認可申請に対する電子申請等行政のデジタル化に向け
て、日行連や日政連が行政書士法改正に向けて関係省庁との協議が継続しています。本会とし
ても行政書士制度が後退することが無いよう関係各団体に働きかけを行うとともに、行政書士
が電子申請等デジタル化に対応できるようしていかなければなりません。そのために各部が連
携して研修会を充実させたいと考えています。
また、長野県から受託している建設業許可についての相談会、経営事項審査業務、外国人材
受入サポート事業についても引き続き継続できるよう県との信頼関係を深めていきたいと考え
ています。ここ数年、顧客からの苦情案件が多く見受けられるようになっていますので、会員
各位におかれましては、お客様に対する受託業務について再確認をしていただくとともに、本
年度改定しました「新版行政書士コンプライアンスマニュアル」をご覧いただき行政書士倫理
等の遵守についてご理解ご協力をいただきたくお願いいたします。
おかげさまで、受講義務となっています一般倫理研修は、全国でも本会の受講率はトップク
ラスとなっていますこともここにご報告いたします。会員皆様のご理解ご協力に対し感謝いた
します。
最後に、本年が会員皆様方にとって益々の飛躍の年になりますことをご祈念し年頭のごあい
さつといたします。
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各部長あいさつ

新年明けましておめでとうございます。皆
様には日頃より総務部の活動にご理解とご協
力を賜り、厚く御礼申し上げます。
本年度は総務部長を拝命して 2 年目とな

り、任期満了が間近に迫っております。総務
部ではこれまで 10 年ぶりにコンプライアン
スマニュアルを改訂するための準備をしてま
いりました。『行政書士倫理』の廃止と『行
政書士職務基本規則』の制定、『職務上請求
書取扱説明書』の作成といった新たな規則の
反映を行い、さらに時代の変化に即した事例
の差し替えも行いました。この新しいマニュ
アルは 1月中に公開できる見込みです。会員
の皆様の実務における一助として広く活用さ
れることを願っております。
また、役員改選後となりますが、本年秋に
は日行連関東地方協議会連絡会の幹事会とし
て、本会が今年度の連絡会を開催する重要な
役割を担います。1都 10 県の行政書士会の
担当役員をお迎えし、次年度の主要イベント
となることが想定されます。事務局をはじめ、
次年度役員にとって大きな負担となるかもし
れませんが、この連絡会が、他都県行政書士
会との意見交換や役員同士の連携を深める貴
重な機会となりますよう、祈っております。
DX化をはじめ課題も多く抱える中ではご

ざいますが、一つひとつ丁寧に取り組むこと
で、会員の皆様にもご満足とご納得をいただ
ける行政書士会活動を目指してまいります。

本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

新年、明けましておめでとうございます。
日頃より会員の皆様には農林建設部の活動
につきまして、ご理解とご協力をいただきま
して誠にありがとうございます。
令和 5年より JCIP（建設業許可申請・経

営事項審査の電子申請）が始まり、さらに今
年から入札の電子申請及び県・市町村の共同
受付窓口による入札参加資格の電子申請が始
まりました。このように国・県・市町村を問
わず様々な分野において電子化が進み我々行
政書士の業務においてもデジタル化が業務の
中核をなすようになってまいりました。それ
を踏まえ今後も会員の皆様の為に活動してま
いります。
農林建設部の活動を報告させていただきま

す。まずは県よりの委託業務につきまして報
告させていただきます。県よりの委託業務も
県の職員の方、相談員・審査員の皆様、事務
局の皆様のご協力のもと無事 3年目を迎える
ことが出来ました。「建設業許可等申請書作
成に係る相談業務」につきましては、この 3
年間色々変更点がありました。昨年度より相
談時間を 9時～ 17 時を 13 時～ 17 時に短縮
となり、引き続き現地相談業務は月 1回 4会
場（北信・中信・東信・南信）各回 2名にて
実施されましたが、今年度も木曽、大町、北
信合同庁舎での開催がなくなるという変更が

新年総務部長挨拶

総務部長　鈴木　潤 農林建設部の活動報告

農林建設部長　上島　聡
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なされました。
「経営事項審査形式審査業務」につきまし
ても引き続き昨年度と同じく長野県庁建設政
策課において毎月（各日 2 名）9 時から 17
時まで実施（繁忙期によって日数調整）され
ました。昨年の 3月の委嘱式では長野県建設
部建設政策課　大島忠幸係長講師による「令
和 6年度長野県建設業許可等委託業務につい
て」のお話をしていただき、今年の 3月も委
嘱式を予定しておりますので、来年度の相談
員・審査員をやっていただける予定の会員の
皆様は今年も引き続きよろしくお願いいたし
ます。
さき程今年入札参加資格申請の電子申請が
始まった旨の話をしましたが、今回市町村の
入札参加資格申請を県に窓口として集約し電
子申請よって行うこととなり、それに伴い農
林建設部では 9 月 12 日に長野県会計局　契
約・検査課　主事　和田　淳志　様、長野県建設
部建設政策課　担当係長　松澤　耕平　様の講師
による「県・市町村の共同受付窓口による令
和 7・8・9年度入札参加資格申請（物品・役
務、建設工事・建設コンサルタント）」につ
いての研修を行いました。研修参加者は（本
会 16 名、オンライン参加者 68 名合計 84 名）
の大変多くの会員が参加していただきまし
た。（農林建設部研修参加者過去最高）研修
後県の講師の方々にお話を聞く機会があり、
初めての試みの為準備に大変苦労されている
ようで、行政書士も今回の件において協力を
お願いされました。その後 11 月に農林建設
部会があり、部会終了後副部長と共に県の各
課にご挨拶に伺い、会計局　契約・検査課に
行った際には 10 人ほどの職員の方々すべて
が電話にて対応をしており、問合せ等により
多忙であることが伺えました。
11 月に建設部建設政策課にお伺いした際

に、現状建設業許可の電子申請の進捗状況は

どうなっているか伺ったところ申請のまだ約
5パーセント程であり、さらに残念ながら行
政書士による申請はほとんど無いというお話
でした。実際G-bizID による委任手続きの頻
雑さや JCIP（電子申請）によるメリット等
が少ないため顧客に勧めづらい面があります
が、改善に向け様々な機関に問題を打ち上げ
ております。まずは JCIP（電子申請）の研
修を 1月 9 日に講師 CIIC（一般財団法人建
設業情報管理センター）による「建設業許
可・経営事項審査電子申請システム（JCIP）
について」を行う予定となっております。
最後に相談員、審査員、事務局の皆様及び

部会員の皆様ご尽力ありがとうございまし
た。
今後も会員の皆様に法改正等を含め関連情

報等を発信・対応できるよう努めてまいりま
す。
会員の皆様には良い年となりますようお祈

り申し上げます。

謹んで新春のお慶びを申し上げます。
運輸交通部の活動へのご理解とご協力あり

がとうございます。
最初に運輸交通部の活動について報告させ

ていただきます。
7月 23 日（火）に甲種出張封印の研修が
行われました。自動車のナンバープレートの
ことでお世話になっている長野県自動車標板
協会の島田様を講師に迎えて開催されまし
た。
甲種からの再委託の出張封印につきまして

運輸交通部
活動報告と今後の課題について

運輸交通部長　良川　泰章
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は、行政書士への再委託が昨年 10 月 1日か
ら廃止になりました。今後、行政書士が封印
を行うには丁種である行政書士会からの再委
託が必要になりますので、よろしくお願いい
たします。
例年行われている丁種封印の研修会につき

ましては、8 月 27 日（火）に長野県行政書
士会会館にて長野支部の宮本徹会員を講師に
迎えて行われました。2回の出張封印研修と
もにこれからナンバープレートの封印業務を
行おうと考えている多くの会員の参加で盛況
となりました。
11 月 20 日（水）には長野県警察交通規制
課の担当者を会館にお招きし、車庫証明の事
を中心に情報の交換会を行わせていただきま
した。大きな変更点として、令和 7年 4月 1
日から、車庫証明のステッカーが廃止される
とのことです。それに伴い、用紙の枚数が変
更になるなどの大きな変更があるということ
を伺うことができました。詳しいことが決ま
り次第、会員の皆様にはお知らせさせていた
だきますので、よろしくお願いいたします。
そして昨年は丁種封印に関して、めまぐる

しく動いた 1年でありました。
報告書の封印の個数と実際の封印の個数と

のズレが無いかを確認するため、8 月 7 日
（水）長野行政書士会館、8月 8 日（木）松
本勤労者福祉センターにおいて、封印の個数
確認を行い、封印における注意点を各会員や
各補助者に喚起しました。出席の会員および
補助者の方々にはご協力を感謝申し上げま
す。
7月 1日から封印権の拡大が始まり、登録

などを伴わず封印だけを行うということもで
きることになったほか、整備などによって取
り外した他県ナンバーを取り付けた後の再封
印を行うこともできるようになりました。今
後は名義変更や住所変更による他県ナンバー

の封印を他会の行政書士からの再々委託を使
用せずに行うことができるようになると見込
まれています。
大きな課題として、出張封印における適切

な運用が挙げられます。特に再々委託におい
ては他県の行政書士とのやり取りですので、
適切な運用を行わないことで他県の行政書士
に迷惑がかかるのみならず、丁種出張封印を
行っている当会会員全体へも影響が出る可能
性があります。これらのことを肝に銘じて、
慎重に日々の丁種出張封印の業務にあたるこ
とを強くお願いいたします。再三のお願いと
なりますが、報告を毎月の期日までにするよ
うにお願い致します。まだ期日通りに提出し
ていない会員も散見されます。また今後は丁
種封印の会員に対する研修も充実させていく
必要性があり、どのような研修を行っていく
かについても他会の研修会も参考にしながら
実施していくようにしていければと思いま
す。
最後にですが、会員の皆様におきましては

さらに発展していく一年になることをご祈念
いたします。

皆様、新年明けましておめでとうございま
す。
今期、国際部では 6回の研修会を計画し、
現在までに 3回が終了していますが、3回す
べてにおいて例年以上の参加者があり、特に
新入会員の中で国際業務に興味を持つ方が増
えていると感じています。
第 1 回目は、9 月 20 日（金）に東京会よ

国際部の活動報告と
今後の予定について

国際部長　三浦　洋子



─ 8─

り丹羽秀男先生をお呼びして「特定活動」に
ついて研修会を開催致しました。また、第 2
回目は、11月 11日（月）に長野地方法務局、
戸籍課の神津哲也課長さんと東京出入国在留
管理局、長野出張所の後藤田信也所長さんに
よる「帰化申請、国籍取得について」、「入管
業務における留意点」の研修会を行いました。
さらに第 3回目として、10 月 18 日（金）に
「身分系在留資格の基礎」を学ぶ研修会を開
催致しました。そして、今後、第 4回目とし
て、1月 22日（水）に「経営・管理の基礎」、
第 5回目として、2月 27 日（木）に「技術・
人文知識・国際業務と技能の基礎」を学ぶ研
修会を行う予定です。
新たな分野としての在留資格「特定技能」

については、今後私達行政書士がどんどん算
入すべきものであるため、昨年は「特定技能」
の研修に力を入れましたが、まずはその前提
となる身分系在留資格と就労系在留資格につ
いて理解が必要だと考え、今期は第 3回目、
第 4回目、第 5回目に国際部員による基礎研
修を行うことにした次第です。第 1回目と第
2回目の研修会は対面と ZOOMを併用しま
したが、基礎研修においてはオフレコの話や
質疑応答を重視するため、オンラインでの受
講はありません。基礎研修を受講されたい方
は、是非とも会場にてご参加下さい。
また、基礎研修に加えて、長野県では扱う
ことが少ない在留資格についての知識も必要
であると考え、今期は東京会から丹羽先生を
お呼びして「特定活動」についての研修会を
行いました。さらに、高度な内容の研修会と
しては、第 6回目として、3月 11日（火）に
長野市の「ホテル国際 21」において「事例
研修会」の開催を予定しています。この研修
会は長年長野会主催で行ってきましたが、近
隣の行政書士会からの参加者が珍しい事例な
どを発表する場となっており、評価も高く、

非常に勉強になる研修会です。敷居が高いと
お考えの会員の方もいらっしゃるかと思いま
すが、発表する事例がなくてもどなたでも参
加を受け付けており、研修会後の懇親会も予
定しておりますので、こちらの方も是非ご参
加の上、他県の先生方からの刺激を受け、交
流を深めて頂ければと思います。
長野会国際部においては、かなり以前から
法務局と入管から講師をお招きして研修会を
行ってきましたが、これは他都道府県にはな
い貴重な研修会とのことです。また、11 月 5
日（月）には長野出張所において恒例の「入
管コンシェルジュ」を行い、国際部員が来庁
した外国人の相談や申請書類作成のお手伝い
をしましたが、日頃は依頼されない案件など
もあって行政書士の PRにもなり、入管職員
の負担軽減にも寄与することできます。この
2つの事業は行政書士会と長野出張所、法務
局との円滑な関係を築くことにも寄与できま
すので、今後も国際部で続けるべき事業だと
思っています。
なお、長野会では県より委託を受けて「外
国人材受入企業サポートセンター」を運営し
ていますが、まだまだ会員の中で対応できる
人材が少ないのが現状です。国際部において
は今後も様々な研修会を行い、国際業務を扱
う会員の誰もが「サポートセンター」の相談
員になれるようお手伝いしたいと考えていま
す。
最後になりましたが、本年も国際部の活動

について一層のご理解とご協力をお願い申し
上げ、会員の皆様のご多幸と事務所のご繁栄
を祈念致しまして、新年のご挨拶とさせて頂
きます。
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新年明けましておめでとうございます。環
境生安部の役員としての任期も間もなく終わ
ろうとしております。昨年令和 6年 12 月に
は、長野県警察本部の生活安全企画課許可事
務担当室の方々と環境生安部との意見交換会
及び研修会を開催することができました。意
見交換会は令和 5年 10 月にも開催すること
ができ、以前開催されていた意見交換会を復
活させることができました。和田会長と部員
の皆様のおかげであり感謝しております。こ
の事業は今後も是非続けていって欲しいで
す。ところで、令和 5年 10 月の意見交換会
は久しぶりの開催であり、挨拶と一般的な内
容から始まりましたが、会が進むにつれ双方
からの意見が出てとても有意義な交換会にな
り、昨年令和 6年 10 月の意見交換会及び研
修会に繋がりました。ここに至るまで、環境
生安部による長野県警察本部担当係へのご挨
拶と意見交換のご依頼から始まり、その後部
長として 3度担当者を尋ね打ち合わせをさせ
ていただきました。担当者の方には大変ご迷
惑をお掛けしましたが、やはりこのぐらいは
しなくては今後も進めていくことができない

と思い、お伺い致しました。当初は意見交換
会の開催依頼だけでしたが、意見交換会だけ
では会員に伝わらないことが多いと、打合せ
の時にふと思いつき、研修会もお願いするこ
とにしました。結果意見交換会では、令和 5
年に開催した内容より、突っ込んだ内容にな
りました。また研修会の開催により、長野県
警察本部許認可担当の方々から、直接申請に
おける注意事項が聞ける良い機会もでき、と
ても良かったと安心しております。この会に
ついての報告は別の場所でもさせていただき
ます。産業廃棄物関連と保健所関連の研修会
等も検討中ではありますが、本年度中に開催
できるかは難しいかと思っております。
最後に行政書士は孤独な職業です。申請等

において疑問や不安を一人で抱えることも多
いですが、今回の研修が少しでもお役に立て
れば幸いです。

新年おめでとうございます。本年もどうぞ
宜しくお願い申し上げます。研修部は昨年度
に引き続き 4名体制で企画運営を進めており
ます。部会は主にオンライン形式で約 2か月
に一度のペースで開催し、活発に意見交換を
行っています。
昨年 2月には、恒例の新規登録者必須研修
会を松本駅前の会場およびオンラインにて 1
泊 2日で開催し、会員間の交流を深めるため
に様々な工夫を取り入れました。研修会前に
は名刺交換の時間を設け、アイスブレイクを
実施。各業務研修の前には、行政書士業務全
体像の解説を行うことで、初めて研修に参加

環境生安部からの
ご報告

環境生安部長　小野　清仁

研修部　活動報告

研修部長　髙木　陽子

環境生安部　意見交換会
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される方々が内容をより理解しやすいように
配慮しました。2日間にわたる専門業務講義
では、専門部会の部長を中心に、初心者向け
に具体的な申請事例を用いた短時間ながら実
践的な内容の講義を行いました。講師の皆様
には資料作成と講義にご尽力いただき、この
場を借りて御礼申し上げます。また、オンラ
イン形式を併用したことで、遠方の会員にも
多く参加いただきました。1日目夜の懇親会
では、くじ引き形式の自己紹介が盛り上がり、
終始笑いが絶えない楽しいひとときを共有す
ることができました。
また、同じく 2月にはデジタル推進特別委
員会との共同開催による 2回目のデジタル
ツール研修会を本会およびオンラインで開催
しました。この研修会では、Google アカウ
ントを活用した無料ツールや業務に役立つ
WEBサイト情報などを紹介し、行政書士の
ITリテラシー向上を目的とした充実した内
容を提供しました。
新年度に入り、8月には再びデジタル推進
特別委員会と共催でデジタルツール研修会を
上諏訪駅近くの会場およびオンラインで開催
しました。今回は、諏訪支部や南信支部の会
員に会場受講の機会を提供し、多くの参加者
を迎えることができました。さらに、11 月 1
日には 2年に一度のブラッシュアップ研修会
を本会会館およびオンラインで実施しまし
た。東京会から伊藤浩講師をお招きし、幅広
い内容を網羅した講義を行っていただきまし
た。詳細は今号掲載の研修会報告をご覧くだ
さい。研修会後の懇親会では伊藤講師を囲ん
で有意義な交流を深めることができました。
10 月 20 日には特定行政書士法定研修の考査
が行われ、研修部員 2名が長野会会場の運営
を担当しました。
今年の研修会としては、令和 7 年 2 月 12

日・13 日に松本で新規登録者必須研修会を

予定しています。2日目午後には一般会員が
受講可能な講義も用意しておりますので、会
場またはオンラインでぜひご参加ください。
また、2月 26 日にはデジタルツール研修会
の 2回目を上諏訪駅前の会場およびオンライ
ンにて開催予定です。研修部が主催する研修
会は、専門部会単独では取り上げにくい行政
書士業務に必要な横断的知識を習得する機会
と考えております。また、会員間交流の場と
しても、特に登録年数の浅い会員の皆様に積
極的に参加いただけることを願っています。
コロナ禍が明け、各支部による研修会も活
発に行われるようになっています。様々な研
修会を通じて知識と人脈を深め、それぞれの
行政書士人生がより充実したものとなること
を願っております。研修部では今後も法改正
や制度改正、行政の電子申請導入などに即応
した有益な研修会を企画し、必要な情報を会
員の皆様に提供できるよう努めてまいりま
す。本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。

新年明けましておめでとうございます。会
員の皆様におかれましては、穏やかな新年を
お迎えのこととお慶び申し上げます。
行政書士の業務には、許認可手続きに関す

る業務と市民法務と言われる権利義務事実証
明に関する業務があります。法務部の所管で
ある権利義務事実証明に関する業務において
も社会情勢の変化に伴い、新たな対応を必要
とするものが出て参ります。「日本行政」で
も毎号掲載されるとおり日行連もそれらの業
務に対応すべく情報発信や検討を行っていま

新年のご挨拶

法務部長　栁澤　誠



─ 11 ─

す。昨年 12 月に行われました日行連の担当
者会議において、所有者不明土地対策につい
て国土交通省の担当官からの講話と先進的に
取り組んでいる単位会の事例紹介がございま
した。会員の皆様もお感じになられているか
と思いますが、長野県においても空き家が増
え続けています。市町村においても空き家対
策審議会が設置され、その対策に取り組んで
いるところですが、根本的には空き家になる
前に対策を行う必要があります。現在の所有
者様が自身の親族関係などを踏まえて、家屋
等を将来的にどうするか算段をしておくこと
が重要であり、エンディングノート作成や相
続セミナー等の開催を通じて、その支援を行
政書士が行うことができることを発信してい
く取り組みも進めていくことが必要になろう
かと思います。
また、本年、令和 7年度に公正証書の電子
化が実施されます。長野合同公証役場より福
光公証人をお招きした研修会の際にもお話し
がございましたが、公証制度においてもすで
に電子申請への対応が進んでいるところです
が、さらに公正証書の作成もご本人に公証役
場までご足労頂くことなく作成が出来るよう
になり、公正証書遺言の作成等でも遠隔地や
ご高齢の方には大きなメリットがあるものに
なります。これら行政手続きのデジタル化は、
単なる手続き方法の変更という事だけに留ま
らず、少子高齢化、人口減少に伴う過疎化や、
労働人口の減少に対応し、国民の利便性の向
上のため必要不可欠なものです。当然、国民
の権利利益の実現に資することを使命とする
我々行政書士は、デジタル化の流れに対応を
進めていく必要があります。これらの新たな
事態には、会員の皆様に取り組みをお願いす
るものもありますが、多くが組織としての対
応が必要なものになります。法務部におきま
しても今後の対応に取り組んで参りますの

で、ご要望等ございましたら、お申し付けい
ただければ幸いです。
最後になりましたが、今年一年が会員の皆
様にとりまして素晴らしい一年となります
様、お祈り申し上げます。

あけましておめでとうございます。
日頃より広報業務対策部の活動にご理解と
ご協力を賜り、部を代表して感謝申し上げま
す。

みなさまご存じのとおり、私たちの主な対
外的な広報活動としては、10 月の「行政書
士制度広報月間」と 2月 22 日の「行政書士
記念日」があります。
昨年 10 月の広報月間では、残念ながら県

内の郵便局での行政書士制度 PRポスター掲
示にご協力いただけませんでしたが、各支部
で実施された無料相談会には、新聞掲載広告
や自治体広報誌などで告知をご覧になった
方々が訪れてくださいました。相談内容は、
これまでと同様に遺言や相続に関するものが
多い傾向です。また、広報月間中の 10 月 5
日には、辛坊治郎氏を講師に迎えた文化講演
会が開催され、当部はその運営に協力いたし
ました。
来たる 2月 22 日の「行政書士記念日」も
各地で無料相談会が予定されています。地域
のみなさまから「そうだ、行政書士に相談し
よう！」と最初に思い出していただけるよう
な身近な存在でありたいと願っています。

広報業務対策部
新年のメッセージ

広報業務対策部長　吉田　靖史
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現在、会報「行政書士NAGANO」は、本
会ホームページ上に掲載する形式で発行され
ています。一部の会員の方には簡易製本の冊
子でお届けしていますが、来年度からはホー
ムページ掲載に一本化されます。
また、日本行政書士会連合会（日行連）の
会報「月刊日本行政」も将来的な完全なデジ
タル化を見据え、会報の送付についての見直
しが行われています。
ホームページに関しては、デジタル推進特
別委員会の協力を得て改善を検討しており、
現在、日行連で行われている単位会も利用可
能な新会員管理システムの構築作業との調整
も考慮しているところです。

業務対策の分野では、行政書士制度をご理
解いただくための広報・啓発活動を引き続き
進めてまいります。行政手続きのオンライン
申請が一般的になりつつある中、行政書士の
「顔が見えない」申請が増えることになると
思われます。そのような時代の非行政書士に
よる不正な申請等を防ぐための啓発も重要な
課題です。

本年も行政書士制度の理解を深めていただ
けるよう、広報活動に努めてまいります。

あけましておめでとうございます。昨年中
は、当センターの活動に対しまして、ご理解
とご協力を賜り、ありがとうございました。
様々な業界や分野でデジタル化の波が大き

な影響を及ぼしています。ADRも例外では

なく、昨年の年頭のご挨拶ではODR（オン
ライン調停）について触れさせていただきま
したが、本年度、法務省ではさらに踏み込み、
チャットによる調停を実証事業として行いま
した。事前の相談から調停までのすべてを
チャットによるコミュニケーションのみで行
うというものです。当事者も実施者側も、移
動せずに相談や回答ができるという点は大き
なメリットとしてあげられていましたが、文
字による回答は口頭よりも時間がかかるとい
うデメリットもありました。
これまで、オンラインも含め、あくまでも
お互いの顔を見合いながら行うコミュニケー
ションスキルの向上を目指してきましたが、
文字のみのコミュニケーションを考えたとき
には、それ用のスキル向上も課題となってき
ます。
当事者の緊張をほぐすため、調停人が「こ
んにちは（#^^#）」なんて、絵文字を使うわ
けにもいかず、雰囲気作りの難しさは想像に
難くありません。少しずつ研修会でも触れて
いけるよう、情報収集をしてまいります。
調停や、コミュニケーションスキルについ

てご興味のある方は、ぜひとも研修会等ご参
加くださいますようお願い申し上げます。
最後になりますが、令和 7年も皆様にとっ

て素晴らしい一年となりますようご祈念申し
上げ、新年のご挨拶とさせていただきます。

新年あけましておめでとうございます。
会員の皆様には、日頃より長野県外国人材

受入企業サポートセンターの活動にご理解と

ADR とデジタル化

ADRセンター長　二瓶　裕史
長野県外国人材受入企業
サポートセンターの活動について

外国人材受入企業サポートセンター長
赤羽　康志



─ 13 ─

ご協力を賜り誠にありがとうございます。当
センターは、外国人材の採用を希望する県内
企業・団体の支援および県内の大学・専門学
校等を卒業後に就職を希望する外国人留学生
の県内定着を図ることを目的として、長野県
行政書士会が長野県から委託を受けて設置・
運営しています。
主な活動内容としましては、①企業向けサ

ポート窓口を設置し、外国人材の受入に関す
る県内企業・団体からの相談に電話または対
面で対応すること　②在留資格や外国人雇用
のルールなどを周知するための企業向けセミ
ナーを県内 7地区で開催すること　③外国人
留学生が多数在籍する県内の大学・専門学校
において、就職に伴う在留資格変更許可申請
手続きの事務指導や日本の労働慣行などにつ
いての教育活動を実施すること　④県が設置
している「長野県多文化共生相談センター」
が実施する市町村窓口での出張相談会に専門
的知識を持った行政書士を派遣することが挙
げられます。
その他に、長野県教育委員会、地域振興局、
商工会議所からの依頼を受け、各団体が主催
するセミナーへの講師派遣を行いました。
特定技能 1号に 4 分野が新たに追加され、
既存分野でも対象業務が拡大されたことか
ら、当センターに寄せられる相談は特定技能
関連がもっとも多く関心の高さがうかがえま
す。外国人材の適法かつ円滑な受入れをサ
ポートするため、情報提供を続けるとともに、
外国人材の活用を検討する企業の皆さまから
の質問に迅速かつ的確に回答できますよう、
センター員一同研鑽を積んで参ります。
本年もよろしくお願いいたします。

新年あけましておめでとうございます。
長野県行政書士会デジタル推進特別委員会

の土屋です。旧年中は格別のご厚情を賜り、
誠にありがとうございました。

さて、新年を迎え、DX化がますます加速
する中、当委員会では会員の皆様の業務効率
化を図るため、様々な取り組みを進めてまい
りました。Zoomを活用した研修会のオンラ
イン配信、デジタルリテラシー向上のための
研修会の開催、そして当会が保有するデジタ
ル機器の更新など、会員の皆様にご活用いた
だける環境整備に努めてまいりました。
これらの取り組みを通じて、会員の皆様か

らは多くの貴重なご意見やご要望を頂戴し、
大変感謝しております。これらの声を踏まえ、
今後もより一層、会員の皆様にとって使いや
すい環境づくりを目指してまいりたいと考え
ております。
DX化は、単に ITツールを導入すること

だけではなく、働き方や組織のあり方そのも
のを変えていくものです。当委員会では、今
後も会員の皆様一人ひとりがデジタル技術を
習得し、業務に活かしていくことの重要性を
認識し、様々な支援を行ってまいります。
委員としての任期も残り少なくなってまい

りましたが、本会会館のプロジェクター等の
機器更新と、保存書類のデータ化に関する環
境整備については今年度中に完了する予定で
すのでご期待ください。

活動報告と
今後の課題について

デジタル推進特別委員長　土屋　帝
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今後の課題について
オンライン行政サービスの研究を深めてい

く必要があると考えております。様々な行政
サービスのオンライン化が進んでおり、網羅
的な調査も必要になると思いますが、委員の
マンパワーも限られておりますので、まずは
優先して研究すべき内容の検討からというこ
とになるでしょうか。
DX化は、私たち行政書士の業務のあり方

を大きく変えようとしています。変化を恐れ
ず、新しい技術を積極的に取り入れ、共に成
長していきましょう。

本年も会員の皆様が、健康で豊かな一年を
過ごされますよう心よりお祈り申し上げま
す。

新年明けましておめでとうございます。長
野県行政書士会会員の皆様におかれまして
は、穏やかな新年をお迎えのこととお慶び申
し上げます。平素は当支部活動にご理解とご
支援を賜り、誠にありがとうございました。
本年もよろしくお願い申し上げます。
昨年は、首都圏を中心にいわゆる「トク

リュウ」（匿名流動型犯罪グループ）による
高齢者を狙った強盗事件が多発しました。こ
れまであった「オレオレ詐欺」や「特殊詐欺」
による被害も一向に減る様子が見えません。
また、飯山市のサービス付高齢者住宅の従業
者による多額の横領事件も発生しました。い
ずれの事件も独居で財産のある高齢者がター
ゲットとなった事件です。だれもがこのよう

な犯罪に巻き込まれること無く、穏やかに生
活したいと思っているところです。しかし、
独居の高齢者の方が日々の生活の不安から多
額の現金を自宅に持っていたり、身近に相談
できる人がいない状況から、犯罪に巻き込ま
れてしまうことがあります。こういった方々
に私たち行政書士が任意後見や見守りによる
安心を提供できることを発信していくことが
必要です。また、地域の成年後見センターで
は、相談のあった事案について成年後見の受
任者について誰が適任かを判断する会議が開
かれていますが、借金などの経済的な課題を
抱えられた方、精神的な病状に起因する近隣
住民とトラブルを抱えられた方等、対応に苦
慮する事案が多数ある中で、対処すべき士業
専門職の受任者が少ないというジレンマがあ
ります。このような場面でも、地域に根ざし
た私たち行政書士が果たせる役割があるもの
と思います。ぜひ、多くの皆様に成年後見を
含む権利擁護支援の活動に参画していただ
き、地域の中での行政書士の社会的な役割を
推進していただければと思います。コスモス
しなのの会員も各地域での活動を行っており
ますので、ぜひお声をお掛けいただければ幸
いです。
最後になりましたが、長野県行政書士会会
員の皆様にとって本年がより良い一年となり
ますよう祈念申し上げるとともに、本年もコ
スモスしなのに変わらぬご支援を賜りますよ
う、よろしくお願い申し上げます。

新年のご挨拶

（公社）コスモス成年後見サポートセンター
長野県支部（コスモスしなの）支部長… 栁澤　誠
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会 　 長 和　田　英　幸

副 会 長 荻　原　政　吉

副 会 長 上　島　　　聡

副 会 長 二　瓶　裕　史

副 会 長 松　島　茂　行

理 　 事 渡　邊　博　昭

理 　 事 土　屋　　　帝

理 　 事 木　村　和　彦

理 　 事 五　味　直　美

理 　 事 吉　田　靖　史

理 　 事 木　下　　　茂

理 　 事 飯　塚　　　肇

理 　 事 小　野　清　仁

理 　 事 友　渕　　　大

理 　 事 三　浦　洋　子

理 　 事 鈴　木　　　潤

理 　 事 良　川　泰　章

理 　 事 涌　井　史　明

理 　 事 大　前　進一郎

監 　 事 藤　森　ひろ子

監 　 事 小　林　良　美

名 誉 会 長 山　本　準　一

顧 問 竹　内　波美男

顧 問 小　泉　俊　博

顧 問 小　川　修　一

事 務 局 長 井　上　雅　彦

事 務 局 職 員 一 同

あけまして
　おめでとうございます
会員の皆様のご繁栄とご多幸を

お祈り申し上げます
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日 行 連 関 係

関東地方協議会連絡会参加の報告
… 副会長　荻原　政吉

令和 6年 11 月 21 日（木）・22 日（金）の 2日間にわたり関東地方協議会連絡会が群馬県高
崎市で開催されました。今年度は関東地方協議会（関地協）1都 10 県のうち群馬会が担当の
年で、次年度は長野会となります。長野会からは、和田会長、松島副会長、上島副会長、二瓶
副会長、井上事務局長、そして私の 6名が参加しました。

本年度の関東地方協議会連絡会は、本年 9月 27 日（金）に各業務連絡会が先に開催され、
今回は「講演会及び日本行政書士会連合会（日行連）との連絡会」が主な内容となっていま
す。

開催にあたり、関地協会長である古田島群馬会会長の歓迎の挨拶から始まり、群馬県津久井
副知事、日行連常住会長の来賓のご挨拶で本協議会が始まりました。

（左から）井上事務局長、荻原副会長、和田会長、上島副会長、松島副会長
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講演会では「今、これからの災害に備えておくこと～行政書士に出来ること～」と題しまし
て、防災システム研究所所長山村武彦様よりご講演を頂きました。
山村氏は、阪神淡路大震災、東日本大震災、そして能登半島地震などの国内外を問わず多数
の災害現場から、、防災意識の啓発と危機管理の必要性さらには、その対応策として「互近所」
「防災隣組」を考案し提唱され、日本全国にわたり意欲的に活動されています。
実際の災害現場の映像をもとに、これから自然災害に対してどうあるべきかを強く訴えてる
様子に強く感銘いたしました。

次に、「日行連の当面の諸課題及び事業の説明」を日行連の常住会長から、現在の日行連で
おこなっている活動、その進捗状況を力のこもった語り口で説明いただきました。詳細は「日
本行政」にてご確認ください。
その後、場所を移し懇親会となりました。主催者である群馬会の計らいで迫力ある和太鼓の
演奏を聞きながら、各単位会の参加者の方々との情報交換、親睦を深めることができました。

2日目は、先日行われた各業務連絡会からの「日行連に対する要望・意見に対する回答」が
おこなわれました。さらに質疑応答、そして日本行政書士政治連盟の井口会長より、現在の活
動、法改正への取組状況について詳細に報告がありました。
このあと、会長会、事務局長会議が個別に行われ 2日間の日程を終了いたしました。

以上、ご報告とさせて頂きます。

群馬県　津久井副知事 日行連　常住会長
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事 業 報 告

文化講演会報告
… 広報業務対策部員　大前　進一郎

先日、県会が主催した文化講演会が無事に終了しました。
多くの方にご参加いただき、講演中も大きなトラブルはな
く、成功裡に終えることができました。
今回の講師は、海洋冒険家であり、著名なジャーナリス
トの辛坊治郎さんでした。辛坊さんの話術は、場面ごとの
緩急や強弱を使い分け、聞き手を引き込むものでした。ま
た、ところどころにユーモアや笑いを交えながら広範な話
題を取り上げ、その巧妙な構成が最後まで一貫性を保って
進行していた点に特に感銘を受けました。

印象的な講演内容
印象深い言葉として耳に残ったのは「失敗の方が役に立つ」という辛坊さんのメッセージです。
この言葉は、失敗を恐れず挑戦することの大切さを強く訴えかけていました。さらに、「何人も必
ず誰かに支えられて今がある」という言葉も強く心に響くものでした。
辛坊さんがこう考えるようになった具体的なエピソードとして、自身がヨットの航海中に遭遇し
た困難を通じて学んだ教訓が挙げられました。海上自衛隊の救難飛行艇に救助された際の経験は、
失敗や困難が人を成長させることを実感させるものでした。また、「最後の最後にロープに結び目
があったことで助かった」という場面は、辛坊さんの真に迫る話し方によって、大変印象に残るも
のでした。

和田会長あいさつ 講師　辛坊治郎氏
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結論と情報の重要性
今回の講演では、辛坊さんが「失敗の方が役に立つ」というメッセージに加え、もう一つ重
要なテーマとして「情報を見極める力」を強調されていました。多くの情報があふれている現
代において、正しい判断をするためには、目の前にある情報の正確さを見極め、選択すること
が重要だと述べられていました。
辛坊さんは「明日を読むためには、正しい判断は正しい情報から始まる」と述べ、情報の正
確さを理解することが将来の決断において非常に大切であることを強く訴えていました。この
結論は、講演全体を通じて一貫したテーマとして、参加者に深く印象付けられたことと思いま
す。

最後に、会員の皆様、一般の方、合わせて 182 名の方にご参加をいただき、本当にありがと
うございました。
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令和 6年度ブラッシュアップ研修会開催報告
　　　　　　　　　　　　　　　　　　… 研修副部長　五味　直美

令和 6年 11 月 1 日午後、研修部主催のブラッシュアップ研修会が長野県行政書士会館にて
開催されました。研修会は会館 3階大会議室とオンラインのハイブリッド形式で行われ、32
名（会場 15 名、オンライン 12 名、研修部・デジタ
ル推進特別委員会 5名）の会員が参加しました。
今回は東京都行政書士会から伊藤浩先生を講師に
お招きし、「更なるステップアップのために・法改
正と行政書士の未来」と題して登録 3年以上 10 年
程度の会員を主な対象とした講義をしていただきま
した。

研修会は研修部によるアイスブレイクからスタート。小グループに分かれての自己紹介 +
他己紹介で打ち解けたあとはオンライン受講者も参加して、言葉による情報伝達の難しさを体
感するミニゲーム。講義一辺倒の研修とは一味違った幕開けとなりました。

　講義は伊藤先生の「今朝、新聞を読みましたか？気になったニュースは？」との問いかけ
で始まり、（1）5 年目とはどういう状態か　（2）仕事論　（3）5 年目の事務所経営　（4）行政
書士法について　（5）経営に真正面に真剣に取り組むこと　（6）行政法を実務で使えるように
学び直す　（7）新技術・新分野　（8）大きな視点から　というテーマに沿って進められまし
た。行政書士としての法律との向き合い方や知識の蓄え方はもちろんのこと、今後主流となる
であろうオンライン申請やAI をはじめとするデジタル技術についてなど、様々な情報に触れ
ることのできる内容でした。また、集客方法、業務の進め方、読んでおくべき書籍類、お金に
関することなど、伊藤先生ご自身の歩みや体験談が
ふんだんに盛り込まれた講義は、日頃気にはなって
もなかなか聞けないことを知る良い機会となったの
ではないでしょうか。
研修会終了後には講師を囲んでの懇親会が催さ
れ、楽しい交流のひと時となりました。
今回のブラッシュアップ研修会が、参加された会員の皆さまのステップアップの一助となれ
ば幸いです。

アイスブレイク オンライン受講者
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業 務 資 料

2025 年１月以降、窓口の混雑や審査結果の
通知が大幅に遅くなることが予想されます。

在留資格「特定技能」に係る申請を
予定されている関係者の皆様へ

必要書類がそろっているか、必ず御確認ください。
書類に不足があると、審査が遅延します。

※提出資料の御確認はこちらから

以下の点に注意して、申請をお願いします。

在留期間中に受入れ機関の書類を準備できない場合は、
「特定活動（特定技能１号への移行を希望する場
合）」への在留資格変更許可申請を行ってください。

※特定活動の申請に関する御案内はこちらから

オンライン申請をぜひ御活用ください。
・オンライン上で審査状況を確認できます。窓口申請の場合、
個別の申請に関するお問合せにはお答えできません。

・オンラインで申請を行えば、在留資格認定証明書を電子メー
ルで受け取ることができます。（海外に住む外国人本人に
転送が可能であり、その後の手続を速やかに行うことが
可能です）

※オンライン申請に関する御案内はこちらから

※2022年３月の新型コロナウイルス感染症の感染拡大による入国制限緩和に伴い新規入国した
多くの技能実習生が、技能実習２号を修了することに伴うものです。
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生活オリエンテーション動画とは？？
出入国在留管理庁では、日本に住む外国人の方が日本社会にスムーズに定着
できるよう支援するために、「生活・就労ガイドブック」を基に、生活オリ
エンテーション動画を作成しました！

せいかつ どうが

しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょう にほん す がいこくじん にほんしゃかい ていちゃく

しえん せいかつ しゅうろう もと せいかつ

どうが さくせい

どんな内容があるの？

●はじめに
●交通ルール
●生活ルール（暮らし）
●生活ルール（公共施設）
●医療機関
●緊急・災害
●入管・住所の手続等
●健康保険制度

●年金制度
●税金
●雇用・労働
●相談窓口の案内
●初歩的な日本語学習
●終わりに
●概要

税金制度

動画の一部を紹介！

日本語だけなの？

●日本語
●英語
●中国語（簡体字）
●中国語（繁体字）
●韓国語
●ベトナム語
●ネパール語
●インドネシア語
●フィリピノ語

●タイ語
●ポルトガル語
●スペイン語
●クメール語（カンボジア語）
●ミャンマー語
●モンゴル語
●ウクライナ語
●ロシア語

生活ルール 緊急・災害

以下の１５パートの内容があります！ 日本語を含めて合計１７言語で作成しました！

出入国在留管理庁ホームページ、その他インターネット上
（YouTube等）で配信中！

■生活オリエンテーション動画■
お知らせ

せいかつ どうが

せいかつ ぜいきんせいど きんきゅう さいがい

どうが いちぶ しょうかい

ないよう にほんご

にほんご ごうけい げんご さくせいいか ないよう

こうつう

せいかつ く

せいかつ こうきょうしせつ

いりょうきかん

きんきゅう さいがい

にゅうかん

けんこうほけんせいど

ねんきんせいど

ぜいきん

こよう ろうどう

そうだんまどぐち あんない

しょほてき にほんごがくしゅう

お

がいよう

にほんご

えいご

ちゅうごくご かんたいじ

ちゅうごくご はんたいじ

かんこくご

しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょう た じょう

など はいしんちゅう

ご

ご

ご

ご

ご

ご

ご

ご ご

ご

ご

ご

ご

し

入管庁ホームページ

じゅうしょ てつづきなど

かた
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日
行
連
発
第

号

令
和

年
月

日

各
単
位
会
長

様

日
本
行
政
書
士
会
連
合
会

会
長

常
住

豊

法
務
業
務
部

部
長

坪
川

貞
子

戸
籍
法
の
改
正
に
伴
う
戸
籍
振
り
仮
名
制
度
の
開
始
に

向
け
た

法
務
省
か
ら
の
案
内

つ
い
て

平
素
よ
り
本
会
の
活
動
に
格
別
の
ご
高
配
を
賜
り
、
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

標
題
の
件
に
つ
き
ま
し
て
は
、
「

戸
籍
法
の
改
正
に
伴
う
戸
籍
振
り
仮
名
制
度
の
開
始
に

つ
い
て
（
周
知
依
頼
）

」
（
令
和

年
月

日
付
・
日
行
連
発
第

号
）
に
て

ご
連
絡

さ
せ
て
い
た
だ
い
た
と
こ
ろ
で
す
が
、
今
般

、
法
務
省

か
ら
別
添
の
と
お
り
当
該
制
度
の
開

始
に
係
る
行
政
書
士
に
向
け
た

案
内
を
ご
提
供
い
た
だ
き
ま
し
た
の
で
、
お
知
ら
せ
い
た
し

ま
す
。
な
お
、
当
該
案
内

に
つ
き
ま
し
て
は
、
日
本
行
政
１
月
号
に
掲
載
す
る
予
定

と
し
て

お
り
ま
す
。

貴
会
に
お
か
れ
ま
し
て

は
、
会
員
へ
の
周
知
に

引
き
続
き
ご
協
力
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
、

よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

＜
別
添
＞

来
年

月
か
ら
、
戸
籍
に
氏
名
の
振
り
仮
名
を
記
載
す
る
取
組
が
始
ま
り
ま
す
！

（
原
稿
）

＜
参
考
＞

法
務
省

：
（

戸
籍
に
振
り
仮

名
が
記
載
さ
れ
ま
す
）

以
上

来
年
５
月
か
ら
、
戸
籍
に
氏
名
の
振
り
仮
名
を
記
載
す
る
取
組

が
始
ま
り
ま
す
！

 
 

 
法
務
省
民
事
局
民
事
第
一
課

 
               

 
い
よ
い
よ
、
改
正
戸
籍
法
が
来
年
（
令
和
７
年
）
５
月
２
６
日
に
施
行
さ
れ
、

全
国
民
の
戸
籍
に
氏
名
の
振
り
仮
名
が
記
載
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

 
こ
れ
ま
で
は
、
例
え
ば
、「
新
谷
」
と
あ
っ
て
も
、「
あ
ら
や
？
」「
に
い
や
？
」

「
あ
ら
た
に
？
」「
し
ん
た
に
？
」
と
明
確
に
な
ら
ず
、
氏
名
の
振
り
仮
名
は
本
人

確
認
情
報
と
し
て
利
用
困
難
で
し
た
。
今
回
、
戸
籍
に
お
い
て
氏
名
の
振
り
仮
名

を
公
証
す
る
こ
と
は
、
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
始
め
と
す
る
各
種
シ
ス
テ
ム
の
検
索
や

管
理
等
の
正
確
性
・
効
率
化
に
資
す
る
も
の
で
、
デ
ジ
タ
ル
社
会
の
重
要
な
基
盤

と
な
る
も
の
で
す
。

 
全
て
の
国
民
の
皆
様
に
関
係
の
あ
る
法
改
正
で
す
が
、
氏
名
の
振
り
仮
名
を
官

民
の
手
続
で
利
用
可
能
と
な
る
こ
と
か
ら
、
行
政
書
士
の
皆
様
の
業
務
へ
の
影
響

や
、
依
頼
者
か
ら
の
質
問
も
予
想
さ
れ
る
、
影
響
の
大
き
い
内
容
と
い
え
ま
す
。

 
こ
の
記
事
で
は
、
皆
様
に
ぜ
ひ
知
っ
て
い
た
だ
き
た
い
、
戸
籍
に
氏
名
の
振
り

仮
名
が
記
載
さ
れ
る
ま
で
の
流
れ
な
ど
の
ポ
イ
ン
ト
に
つ
い
て
ご
説
明
し
ま
す
。
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令
和
７
年
５
月
２
６
日
以
降
、
本
籍
地
の
市
区
町
村
か
ら
、
国
民
の
皆
様
に
、

戸
籍
に
記
載
さ
れ
る
予
定
の
氏
名
の
振
り
仮
名
を
郵
便
で
通
知
し
ま
す
の
で
、
通

知
書
に
正
し
い
振
り
仮
名
が
記
載
さ
れ
て
い
る
か
、
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

 
振
り
仮
名
の
通
知
書
は
、戸
籍
単
位
で
送
付
さ
れ
る
予
定
で
す
の
で
、例
え
ば
、

父
、
母
、
長
男
、
長
女
の
４
人
家
族
で
同
じ
住
所
に
お
住
ま
い
の
場
合
に
は
、
家

族
４
人
分
の
振
り
仮
名
が
記
載
さ
れ
た
通
知
書
が
住
所
地
に
届
く
こ
と
に
な
り
ま

す
（
同
じ
戸
籍
に
別
の
住
所
に
お
住
ま
い
の
方
が
い
る
場
合
は
、
住
所
地
ご
と
に

届
き
ま
す
。）
。

 
 ※
通
知
書
の
内
容
は
、
住
民
票
に
記
載
さ
れ
て
い
る
振
り
仮
名
の
情
報
を
参
考
に
し
て
、
作
成

さ
れ
ま
す
。

 
            

①

11
0-

89
77

②
東
京
都
千
代
田
区
霞
が
関
１
丁
目
１
番
１
号

法
務
　
太
郞
　
様

③ ④
（
連
絡
先
）

○
○
県
○
○
市
○
○

○
○
市
役
所
市
民
課
○
○
係

法
務

ホ
ウ
ム

本
籍 氏

振
り
仮
名

○
○
県
○
○
市
○
○
12
34
5番

振
り
仮
名

ユ
リ

振
り
仮
名

ハ
ナ
コ

名
一
郎

振
り
仮
名

イ
チ
ロ
ウ

戸
籍
に
記
載
す
る
予
定
の
振
り
仮
名
の
通
知
が
届
き
ま
す

名
ゆ
り

名
振
り
仮
名

太
郞

タ
ロ
ウ

名
花
子

戸
籍
に
記
録
さ
れ
る
振
り
仮
名
の
通
知
書

　
令
和
８
年
５
月
２
５
日
ま
で
に
振
り
仮
名

の
届
出
が
な
か
っ
た
場
合
は
、
以
下
の
振
り

仮
名
を
戸
籍
に
記
載
い
た
し
ま
す
。
（
略
）

令
和
７
年
５
月
○
○
日
　

戸
籍
へ
の
振
り
仮
名
記
載
に

つ
い
て
の
お
知
ら
せ

○
○
県
○
○
市
長
　

料
金
後
納

郵
便

（
通
知
書
イ
メ
ー
ジ
）

※
筆
頭
者
「
法
務
太
郞
」
、
配
偶
者
「
花
子
」
、
長
男
「
一
郎
」
、
長
女
「
ゆ
り
」
が
同
じ
住
所
地
に
お
住
ま
い
の
場
合

                
通
知
書
に
記
載
さ
れ
た
振
り
仮
名
を
必
ず
確
認
し
て
い
た
だ
き
、
も
し
あ
な
た

の
実
際
の
振
り
仮
名
と
異
な
る
場
合
に
は
、
令
和
８
年
５
月
２
５
日
ま
で
に
、
市

区
町
村
に
必
ず
正
し
い
振
り
仮
名
の
届
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。
こ
こ
が
、
特
に
重

要
な
ポ
イ
ン
ト
に
な
り
ま
す
。

 
振
り
仮
名
の
届
出
を
し
な
く
て
も
、
令
和
８
年
５
月
２
６
日
以
降
に
、
通
知
書

に
記
載
さ
れ
た
振
り
仮
名
が
そ
の
ま
ま
戸
籍
に
記
載
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

な
お
、
通
知
書
に
記
載
さ
れ
た
振
り
仮
名
が
正
し
い
場
合
で
も
、
早
期
の
戸
籍
へ

の
記
載
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
振
り
仮
名
の
届
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

 
 
も
し
振
り
仮
名
の
届
出
を
す
る
場
合
に
は
、
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
か
ら
オ
ン
ラ
イ

ン
で
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す（
こ
の
他
、市
区
町
村
へ
の
郵
送
・
窓
口
で
も
可
能
）。

マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
か
ら
の
届
出
は
、
市
区
町
村
の
窓
口
に
赴
く
必
要
が
な
く
、
い

つ
で
も
ス
ム
ー
ズ
に
手
続
が
で
き
ま
す
の
で
、
届
出
を
す
る
場
合
に
は
ぜ
ひ
ご
利

用
く
だ
さ
い
。

 
 ※
氏
の
振
り
仮
名
は
戸
籍
の
筆
頭
者
が
、
名
の
振
り
仮
名
は
戸
籍
に
記
載
さ
れ
て
い
る
者
が
届

出
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
（
未
成
年
者
は
、
親
権
者
か
ら
届
出
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。）
。

 
       

令
和

８
年

５
月

２
５
日

ま
で
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 戸
籍
の
振
り
仮
名
制
度
に
関
す
る
お
問
い
合
わ
せ
に
つ
い
て

 
 
下
記
の
法
務
省
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
特
設
サ
イ
ト
で
は
、
制
度
に
関
す
る
「
よ
く

あ
る
ご
質
問
」
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。
今
後
、
マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
か
ら
の
振
り
仮

名
の
届
出
の
方
法
に
つ
い
て
も
、
動
画
で
分
か
り
や
す
く
ご
案
内
す
る
予
定
で

す
。

 
読
者
の
皆
様
に
依
頼
者
か
ら
質
問
・
相
談
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
ぜ
ひ
適
切
な

ご
案
内
を
お
願
い
し
ま
す
。
ま
た
、
戸
籍
に
振
り
仮
名
を
記
載
す
る
取
組
に
関
し

て
、
法
務
省
・
法
務
局
の
名
称
な
ど
を
不
正
に
使
用
し
た
勧
誘
や
架
空
請
求
な
ど

に
も
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

 
 

【
戸
籍
の
振
り
仮
名
制
度
特
設
サ
イ
ト
の
二
次
元
バ
ー
コ
ー
ド
】

 

戸
籍
制
度
マ
ス
コ
ッ
ト
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

 
「
コ
セ
キ
ツ
ネ
」

 

                 
こ
れ
ま
で
述
べ
た
と
お
り
、
市
区
町
村
に
振
り
仮
名
の
届
出
を
し
た
場
合
は
、

戸
籍
に
そ
の
振
り
仮
名
が
記
載
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、
令
和
８
年
５
月
２
５
日
ま
で

に
振
り
仮
名
の
届
出
を
し
な
か
っ
た
場
合
に
は
、
通
知
書
に
記
載
さ
れ
た
振
り
仮

名
が
そ
の
ま
ま
戸
籍
に
記
載
さ
れ
ま
す
。

 
 
こ
の
よ
う
に
し
て
、
全
て
の
国
民
の
戸
籍
の
氏
名
に
振
り
仮
名
が
記
載
さ
れ
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。

 
そ
し
て
、
届
出
し
た
後
の
振
り
仮
名
を
変
更
す
る
に
は
、
家
庭
裁
判
所
の
許
可

を
得
て
届
出
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
な
お
、
届
出
が
な
か
っ
た
場
合
に
戸
籍
に

記
載
さ
れ
た
振
り
仮
名
は
、
一
度
に
限
り
、
家
庭
裁
判
所
の
許
可
を
得
ず
に
変
更

の
届
出
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
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日行連発第１１６５号

令和６年１１月２９日

各単位会長 様

日本行政書士会連合会

会長 常住 豊

法務業務部

部長 坪川 貞子

フリーウィルズキャンペーン２０２４について（周知）

今般、遺贈寄付を広げる文化活動を行っている一般社団法人日本承継寄付協

会から、標記キャンペーンについての周知依頼がありましたので、お知らせい

たします。

本キャンペーンは、公証役場、士業、金融機関等に遺言書（１０万円以上の

遺贈寄付を行う旨を記載するもの）の作成を依頼した方を対象に、その作成費

用の内１０万円分を助成するというもので、会員の皆様にも活用いただけるキ

ャンペーンとなっております。

詳細は、別添のチラシをご参照ください。

なお、別添のチラシにつきまして、キャンペーン期限は２０２４年１２月３

１日までと記載されておりますが、２０２５年３月まで延長する予定とのこと

ですので、ご承知おきください。

【別添】チラシ フリーウィルズキャンペーン２０２４

以上
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ご
申
請
の
ス
テ
ッ
プ

1 2 3 4

※
先
着
順
の
た
め
上
限
数
が
ご
ざ
い
ま
す
。
ま
た
遺
言
書
作
成
支
援
、
税
務
申
告
等
で
遺
贈
寄
付
が
な
さ
れ
る
、
も
し
く
は
寄
付
の

遺
言
書
が
で
き
た
場
合
の
み
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
が
適
応
さ
れ
ま
す
。

*1
 専
門
家
を
お
探
し
の
方
や
、
ま
た
は
専
門
家
に
ご
依
頼
さ
れ
て
お
り
遺
言
書
制
作
者
様
ご
本
人
が
申
請
を
行
い
た
い
場
合
は
日

本
承
継
寄
付
協
会
ま
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
サ
イ
ト
の
問
い
合
わ
せ
フ
ォ
ー
ム
、
ま
た
は
03
-3
86
8-
70
11
（
9:
00

～
18
:0
0
／
土
日
祝
除
く
）
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

※
相
続
税
申
告
の
際
に
寄
付
が
発
生
す
る
相
続
税
申
告
報
酬
、
相
続
手
続
き
の
際
に
寄
付
が
発
生
す
る
専
門
家
報
酬
も
助
成
対
象

に
な
り
ま
す
　
※
原
則
、
公
正
証
書
遺
言
、
法
務
局
保
管
を
さ
れ
た
遺
言
書
に
つ
い
て
助
成
を
し
て
お
り
ま
す
。
専
門
家
が
保
管

す
る
等
の
場
合
に
は
事
務
局
ま
で
ご
相
談
く
だ
さ
い

■
 対
象
と
な
る
遺
贈
寄
付
の
内
容
・
要
件
　

寄
付
額
10
万
円
以
上
の
遺
言
書
の
作
成
、
寄
付
額
10
万
円
以
上
発
生
す
る
税
務
・
寄
付
相
談
・
法
務
相
談

■
 募
集
概
要

遺
贈
寄
付
実
行
の
た
め
の
専
門
家
報
酬
（
遺
言
書
作
成
報
酬
、
寄
付
が
含
ま
れ
る
税
務
相
談
報
酬
）
の
一
部
（
10
万
円
分
）を
助
成

す
る
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
、
全
国
の
公
証
役
場
、
士
業
、
金
融
機
関
等
遺
贈
寄
付
の
相
談
を
受
け
る
専
門
家
へ
の
報
酬
を
対
象
に
行
い
、

寄
付
検
討
者
へ
の
負
担
軽
減
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。
20
24
年
9月
17
日（
火
）～
 1
2
月
31
日（
火
）中
に
、
寄
付
検
討
者
の
相
談

を
担
当
し
て
い
る
専
門
家
が
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
に
申
請
し
承
認
さ
れ
た
方
が
対
象
と
な
り
ま
す
。
非
営
利
法
人（
N
PO
法
人
、公
益
社
団
、

財
団
法
人
等
）、
地
方
自
治
体
、
学
校
法
人
が
寄
付
先
対
象
と
な
り
ま
す
。

公
証
役
場
、
士
業
、
金
融
機
関
等
の

専
門
家
に
遺
贈
寄
付
に
つ
い
て
相
談

主
催
： 
一
般
社
団
法
人
日
本
承
継
寄
付
協
会
　

ht
tp
s:
//
w
w
w
.iz
o.
or
.jp
/s
er
vi
ce
/g
ift
.h
tm
l

人
生
の
集
大
成
と
し
て
の
相
続
財
産
か
ら
の
寄
付
を
応
援
し
、「
遺
贈
寄
付
」

や
「
財
産
の
様
々
な
承
継
方
法
」
を
支
援
し
て
い
ま
す
。
全
国
か
ら
相
談
を

お
受
け
し
、
安
心
し
て
相
談
で
き
る
窓
口
を
増
や
す
活
動
や
、
寄
付
の
相
談

や
手
続
き
な
ど
の
お
手
伝
い
を
し
て
い
ま
す
。
w
w
w
.iz
o.
or
.jp

は
じ
め
て
遺
贈
寄
付
を

検
討
さ
れ
る
方
へ

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
サ
イ
ト
よ
り
事
前
申
請

※
W
EB
フ
ォ
ー
ム
よ
り
 ご
申
請
く
だ
さ
い

（
事
前
申
請
後
に
メ
ー
ル
で
ご
案
内
）

相
談
先
を
お
探
し
の
際
は
日
本
承
継
寄
付
協
会
で
遺
贈
寄
付
の

相
談
が
で
き
る
専
門
家
を
ご
紹
介
致
し
ま
す
。
*1

遺
言
書
作
成
後
申
請
を
す
る

助
成
金
を
お
振
り
込
み

寄
付
先
探
し
に
役
立
つ

冊
子
「
え
ん
ギ
フ
ト
」

を
無
料
配
布
中
で
す
。［
 対
象
期
間
 ］

2
0

2
4
年

9
月

17
日（
火
）

12
月

3
1日
（
火
）

遺
言
書
の
作
成
費

10
万
円
を
助
成
す
る

遺
言
書
作
成
を
お
考
え
の
方
に
《
未
来
へ
の
ラ
ブ
レ
タ
ー
》

フ
リ
ー
ウ
ィ
ル
ズ
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

F
R

E
E

 
W

I
L

L
S

 
C

A
M

P
A

I
G

N

本
チ
ラ
シ
裏
面
も
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

【
  少
額
か
ら
で
き
る
。
財
産
の
用
途
を
社
会
貢
献
に
使
う
こ
と
が
で
き
る
「
遺
贈
寄
付
」 
】

人
生
の
集
大
成
の
社
会
貢
献
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
る
遺
贈
寄
付
。
相
続
の
一
部
を
数
万
円
か
ら
で
も
生

ま
れ
育
っ
た
自
治
体
や
学
校
、
応
援
し
た
い
N
PO
な
ど
に
寄
付
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ご
自
身
が
助
成

の
対
象
と
な
ら
れ
る
か
、
ま
ず
は
お
気
軽
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

お
申
込
先
は
サ
イト
ま
で
   
ht
tp
s:
//
fre
ew
ill
s.
iz
o.
or
.jp
/

助
成
対
象

公
証
役
場
、
士
業
、
金
融
機
関
等
の
支
援
機
関
に
よ
る

遺
贈
寄
付
を
記
し
た
遺
言
書
作
成
費
用
の
う
ち「
10
万
円
分
」

対
象
者

遺
言
書
作
成
費
用
が
発
生
し
た
方

（
た
だ
し
遺
言
書
の
中
に
、
10
万
円
以
上
の
遺
贈
寄
付
が
入
る
も
の
）

お
問
い
合
わ
せ
：
フ
リ
ー
ウ
ィ
ル
ズ
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
相
談
受
付

☎
9:
00
-1
8:
00
/

土
日
祝
除
く

2
0

2
4
年
9
月

17
日（
火
）か
ら
12
月

3
1日
（
火
）

ご
申
請
期
間
：

　
主
催
：
一
般
社
団
法
人
日
本
承
継
寄
付
協
会

03
-3
86
8-
70
11

先
着
順
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建
設
業
許
可

等
に
係
る
現
地
相
談

窓
口
に
つ
い
て

１
概

要

建
設
業
許
可
及
び
経
営
事
項
審
査
の
申
請
に
係
る
申
請
書
作
成
や
必
要
書
類
等
に
つ
い
て
、
専
門
家
に
よ
る
相

談
会
を
実
施
し
ま
す
。

２
相
談
で
き
る
内
容

長
野
県
知
事
へ
の
申
請
に
係
る
、
下
記
、
申
請
書
類
作
成
に
つ
い
て
の
相
談
。

・
建
設
業
許
可

（
建
設
業
法
第
３
条
に
基
づ
く
建
設
業
の
許
可
及
び
更
新
）

・
変
更
届

（
建
設
業
法
第

条
に
基
づ
く
建
設
業
許
可
の
変
更
等
の
届
出
）

・
廃
業
届

（
建
設
業
法
第

条
に
基
づ
く
廃
業
等
の
届
出
）

・
承
継
・
相
続
認
可
申
請
（
建
設
業
法
第

条
の
２
及
び
第

条
の
３
に
基
づ
く
認
可
）

・
経
営
事
項
審
査

（
第

条
の

に
基
づ
く
経
営
事
項
審
査
）

３
開
催
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
（
令
和

７
年
１
月
か
ら
３
月
分
）

相
談
時
間
：

要
予
約

時
分
か
ら

時
分

地
域

開
催
日

会
場

地 域
開
催
日

会
場

北
信

（
水

県
庁
西
庁
舎

号
会
議
室

東 信

水
上
田
合
同
庁
舎

号
会
議
室

（
木

県
庁
西
庁
舎

号
会
議
室

金
佐
久
建
設
事
務
所
旧
用
地
課
打

合
せ
ス
ペ
ー
ス

４
火

県
庁
西
庁
舎

号
会
議
室

金
上
田
合
同
庁
舎

号
会
議
室

中
信

木
松
本
合
同
庁
舎

号
会
議
室

南 信

（
金

諏
訪
合
同
庁
舎

号
会
議
室

火
松
本
合
同
庁
舎

号
会
議
室

木
伊
那
合
同
庁
舎

号
会
議
室

水
松
本
合
同
庁
舎

号
会
議
室

６
木

飯
田
合
同
庁
舎

号
会
議
室

※
所
在
地
以
外
の
会
場
で
も
ご
参
加
可
能
で
す
。

※
木
曽
、
大
町
、
北
信
合
同
庁
舎
で
の
開
催
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
他
の
会
場
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

４
事
前
予
約

相
談
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
相
談
会
開
催
の
前
日
ま
で
に
電
話
予
約
を
お
願
い
し
ま
す
。

予
約
電
話
番
号
は
、
下
記
「
５

相
談
の
詳
細
に
つ
い
て
」
に
記
載
の

に
て
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

５
相
談
の
詳
細
に
つ
い
て

詳
細
に
つ
い
て
は
、
下
記
Ｕ
Ｒ
Ｌ
を
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

６
お
問
い
合
わ
せ

こ
の
こ
と
に
関
す
る
お
問
い
合
わ
せ
は
、
以
下
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

長
野
県

建
設
部

建
設
政
策
課

建
設
業
担
当

コ
ー
ド

６
建
政
号
外

 
令
和
６
年

(2
02

4
年

)1
2
月

17
日

  
一
般
社
団
法
人

 
長
野
県
建
設
業
協
会

 
会
長

 
長
野
県
行
政
書
士
会

 
会
長

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
様

 
長
野
県
建
設
労
働
組
合
連
合
会

 
執
行
委
員
長

 
  

長
野
県
建
設
部
建
設
政
策
課
建
設
業
審
査
幹

 
 

  

建
設

業
許

可
等

に
係

る
現

地
相

談
窓

口
に

つ
い

て
（

通
知

）
 

 
 

 平
素
よ
り
、
長
野
県
の
建
設
行
政
に
ご
協
力
を
頂
き
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

 
令
和
４
年
度
か
ら
設
置
し
て
い
る
標
記
相
談
窓
口
に
つ
き
ま
し
て
、
令
和
７
年
１
月
か
ら
３
月
ま
で
の
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
が
別
添
の
と
お
り
決
定
し
ま
し
た
の
で
、
会
員
の
皆
様
へ
周
知
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
、
ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。

 
          

（
問
合
せ
先
）

 
長
野
県
建
設
部
建
設
政
策
課

 建
設
業
担
当

 
宮
川

 
TE

L:
02

6-
23

5-
73

14
, F

AX
:0

26
-2

35
-7

42
0 

E-
M

ai
l:k

en
se

ts
ug

yo
@

pr
ef

.n
ag

an
o.

lg
.jp
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1 
 

国
不

建
第

号

令
和

６
年

月
日

各
都

道
府

県
建

設
業

担
当

部
局

長
あ

て 国
土

交
通

省
不

動
産

・
建

設
経

済
局

建
設

業
課

長

建
設

業
法

及
び

公
共

工
事

の
入

札
及

び
契

約
の

適
正

化
の

促
進

に
関

す
る

法
律

の

一
部

を
改

正
す

る
法

律
の

一
部

の
施

行
に

つ
い

て
（

通
知

）

建
設

業
は

、
「

社
会

資
本

の
整

備
・

管
理

の
担

い
手

」
で

あ
る

と
と

も
に

、
災

害
時

に
お

け

る
「

地
域

の
守

り
手

」
と

し
て

、
国

民
生

活
や

社
会

経
済

を
支

え
る

極
め

て
重

要
な

役
割

を
担

っ
て

い
ま

す
。
一

方
で

、
厳

し
い

就
労

条
件

を
背

景
に

、
就

業
者

数
は

減
少

を
続

け
て

い
る

と

こ
ろ

で
あ

り
、

建
設

業
が

そ
の

役
割

を
将

来
に

わ
た

っ
て

果
た

し
続

け
ら

れ
る

よ
う

に
す

る

た
め

に
は

、
必

要
な

担
い

手
の

確
保

に
向

け
た

対
策

を
強

化
す

る
こ

と
が

急
務

で
す

。

今
般

、
上

記
を

踏
ま

え
、
建

設
業

の
処

遇
改

善
、
働

き
方

改
革

、
生

産
性

向
上

な
ど

に
総

合

的
に

取
り

組
む

べ
く

、
建

設
業

法
及

び
公

共
工

事
の

入
札

及
び

契
約

の
適

正
化

の
促

進
に

関

す
る

法
律

の
一

部
を

改
正

す
る

法
律
（

令
和

６
年

法
律

第
号

。
以

下
「

改
正

法
」
と

い
う

。
）

に
よ

り
建

設
業

法
（

昭
和

年
法

律
第

号
）
等

の
一

部
改

正
を

行
っ

た
と

こ
ろ

で
あ

り
、

請
負

契
約

の
締

結
に

際
す

る
書

面
の

記
載

事
項

の
追

加
、

工
期

及
び

請
負

代
金

の
額

に
影

響

を
及

ぼ
す

事
象

に
関

す
る

情
報

の
通

知
等

及
び

監
理

技
術

者
等

の
専

任
義

務
の

合
理

化
等

の

事
項

に
つ

い
て

は
、

改
正

法
の

公
布

の
日

か
ら

起
算

し
て

６
か

月
を

超
え

な
い

範
囲

内
に

お

い
て

政
令

で
定

め
る

日
か

ら
施

行
さ

れ
る

こ
と

と
さ

れ
ま

し
た

。

そ
の

う
え

で
本

日
、
「

建
設

業
法

及
び

公
共

工
事

の
入

札
及

び
契

約
の

適
正

化
の

促
進

に
関

す
る

法
律

の
一

部
を

改
正

す
る

法
律

の
一

部
の

施
行

期
日

を
定

め
る

政
令

」
（

令
和

６
年

政
令

第
号

）
に

よ
り

、
改

正
法

に
よ

る
こ

れ
ら

の
改

正
内

容
の

施
行

の
日

を
令

和
６

年
月

日
と

す
る

こ
と

と
し

、
か

つ
、

そ
の

運
用

の
詳

細
を

、「
建

設
業

法
施

行
令

及
び

国
立

大
学

法
人

法
施

行
令

の
一

部
を

改
正

す
る

政
令

」
（

令
和

６
年

政
令

第
号

）
に

よ
る

建
設

業
法

施
行

令
（

昭
和

年
政

令
第

号
）

の
改

正
並

び
に

「
建

設
業

法
施

行
規

則
等

の
一

部
を

改
正

す
る

省
令

」
（

令
和

６
年

国
土

交
通

省
令

第
号

）
に

よ
る

建
設

業
法

施
行

規
則

（
昭

和
年

建
設

省
令

第
号

）
の

改
正

及
び

「
公

共
工

事
の

入
札

及
び

契
約

の
適

正
化

の
促

進
に

関
す

る
法

律
施

行
規

則
」
（

令
和

６
年

国
土

交
通

省
令

第
号

）
の

制
定

に
よ

り
下

記

の
と

お
り

定
め

た
た

め
通

知
し

ま
す

。

６
建

政
第

2
8
9
号

 

令
和

６
年

(
2
0
2
4
年

)
1
2
月

2
0
日

 

  
長

野
県

行
政

書
士

会
長

 
様

 

 

長
野

県
建

設
部

長
 

（
公

 
印

 
省

 
略

）
 

  

建
設

業
法

及
び

公
共

工
事

の
入

札
及

び
契

約
の

適
正

化
の

促
進

に
関

す
る

法
律

の
 

一
部

を
改

正
す

る
法

律
の

一
部

の
施

行
に

つ
い

て
（

通
知

）
 

 

こ
の

こ
と

に
つ

い
て

、
令

和
６

年
1
2
月

1
3
日

付
け

国
不

建
第

1
4
8
号

で
国

土
交

通
省

不
動

産
・

建
設

経
済

局
建

設
業

課
長

か
ら

別
添

の
と

お
り

通
知

が
あ

り
ま

し
た

。
 

つ
き

ま
し

て
は

、
改

正
内

容
に

つ
い

て
貴

会
会

員
へ

の
周

知
に

ご
配

意
願

い
ま

す
。

 
 

  
な

お
、

県
と

し
て

は
、

建
設

業
者

等
に

対
し

、
講

習
会

、
メ

ー
ル

マ
ガ

ジ
ン

、
手

引
等

に
よ

り
本

改
正

内
容

に
つ

い
て

広
く

周
知

し
て

ま
い

り
ま

す
。

 
                   

 

   

（
問

合
せ

先
）

 

技
術

管
理

室
入
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・
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（
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当
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電
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e
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.
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a
g
a
n
o
.
l
g
.
j
p
 

（
問

合
せ

先
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建
設

政
策

課
建

設
業

担
当

（
担

当
）

石
澤

 

電
 

話
 

0
2
6
－

2
3
5
－

7
2
9
3
（

直
通

）
 

Ｆ
Ａ

Ｘ
 

0
2
6
－

2
3
5
－

7
4
2
0
 

E
-
m
a
i
l
 

k
e
n
s
e
t
s
u
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p
r
e
f
.
n
a
g
a
n
o
.
l
g
.
j
p
 

（
問

合
せ

先
）

 

技
術

管
理

室
基

準
・

指
導

班
（

担
当

）
下

川
 

電
 

話
 

0
2
6
－

2
3
5
－

7
3
1
2
（

直
通

）
 

Ｆ
Ａ

Ｘ
 

0
2
6
－

2
3
5
－

7
4
8
2
 

E
-
m
a
i
l
 

g
i
j
y
u
k
a
n
@
p
r
e
f
.
n
a
g
a
n
o
.
l
g
.
j
p
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と
い

う
。
）
に

つ
い

て
は

、
建

設
業

法
第

条
第

１
項

第
７

号
又

は
第

８
号

に
お

け
る

定

め
に

よ
る

協
議

の
対

象
に

な
る

事
象

の
う

ち
、
受

注
予

定
者

の
有

す
る

知
見

に
基

づ
き

事

前
に

予
測

が
可

能
で

あ
っ

て
、
建

設
工

事
の

実
施

に
大

き
な

影
響

を
及

ぼ
す

も
の

に
関

す

る
情

報
で

あ
り

、
注

文
者

に
契

約
前

に
通

知
す

る
こ

と
で

注
文

者
に

対
し

て
請

負
契

約
の

変
更

に
関

す
る

予
見

可
能

性
を

持
た

せ
、
適

切
な

請
負

契
約

の
変

更
を

円
滑

化
す

る
こ

と

と
な

る
内

容
で

あ
る

べ
き

で
あ

る
こ

と
か

ら
、

同
法

第
条

の
２

第
２

項
の

委
任

を
受

け
た

建
設

業
法

施
行

規
則

（
昭

和
年

建
設

省
令

第
号

。
以

下
「

規
則

」
と

い
う

。
）

第
条

の
第

２
項

に
お

い
て

、
以

下
の

と
お

り
定

め
る

こ
と

と
し

た
。

①
主

要
※

３
な

資
機

材
の

供
給

の
不

足
若

し
く

は
遅

延
又

は
資

機
材

の
価

格
の

高
騰

で

あ
っ

て
、

天
災

そ
の

他
不

可
抗

力
に

よ
り

生
じ

る
も

の

②
特

定
の

建
設

工
事

の
種

類
に

お
け

る
労

務
の

供
給

の
不

足
又

は
価

格
の

高
騰

で
あ

っ
て

、
天

災
そ

の
他

不
可

抗
力

に
よ

り
生

じ
る

も
の

※
３

「
主

要
」
か

ど
う

か
に

つ
い

て
は

、
工

事
の

施
工

に
当

た
り

数
量

的
に

あ
る

い
は

使

用
頻

度
的

に
大

宗
を

占
め

る
た

め
に

欠
く

こ
と

の
で

き
な

い
こ

と
、
工

事
原

価
に

お
い

て

大
き

な
比

重
を

占
め

る
こ

と
又

は
数

量
若

し
く

は
比

重
若

し
く

は
使

用
頻

度
が

少
な

い

に
も

か
か

わ
ら

ず
工

事
の

施
工

に
大

き
な

影
響

を
及

ぼ
す

こ
と

等
を

も
っ

て
判

断
す

る
。

ま
た

、
根

拠
情

報
と

し
て

は
、
受

注
予

定
者

の
通

常
の

事
業

活
動

に
お

い
て

把
握

で
き

、

・
メ

デ
ィ

ア
記

事

・
資

材
業

者
の

記
者

発
表

・
公

的
主

体
や

業
界

団
体

な
ど

に
よ

り
作

成
・

更
新

さ
れ

た
一

定
の

客
観

性
を

有
す

る

統
計

資
料

上
記

を
準

備
す

る
こ

と
が

困
難

で
あ

る
場

合
に

は
、

・
下

請
業

者
や

資
材

業
者

か
ら

提
出

さ
れ

た
、
過

去
の

同
種

工
事

に
お

け
る

見
積

書
な

ど
価

格
の

上
昇

が
わ

か
る

資
料

等
に

裏
付

け
ら

れ
た

も
の

を
用

い
る

必
要

が
あ

り
、

一
の

資
材

業
者

の
“

口
頭

”
の

み
に

よ
る

情
報

な
ど

、
「

そ
の

状
況

の
把

握
の

た
め

必
要

な
情

報
」

を
欠

き
注

文
者

が
真

偽
を

確
認

す
る

こ
と

が
困

難
で

あ
る

情
報

は
除

か
れ

る
旨

、
建

設
業

法
令

遵
守

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

で
定

め
る

こ
と

と
し

た
。

な
お

、
規

則
第

条
の

に
基

づ
き

、
こ

れ
ら

の
情

報
を

通
知

す
る

際
に

は
書

面
又

は
メ

ー
ル

等
の

電
磁

的
方

法
に

よ
り

見
積

書
の

交
付

時
な

ど
に

あ
わ

せ
て

行
う

も
の

と

す
る

と
と

も
に

、
建

設
業

法
令

遵
守

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

で
定

め
る

と
お

り
、
注

文
者

も
当

該

情
報

を
確

認
し

た
と

い
う

こ
と

を
記

録
す

る
た

め
に

、
注

文
者

及
び

受
注

者
双

方
が

見
積

書
と

共
に

当
該

情
報

を
記

載
し

た
書

面
又

は
メ

ー
ル

等
を

保
存

し
て

お
く

こ
と

が
望

ま

し
い

も
の

と
し

た
。

＜
公

共
工

事
に

お
け

る
通

知
の

方
法

と
そ

の
取

り
扱

い
に

つ
い

て
＞

建
設

業
法

令
遵

守
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
で

補
足

す
る

と
お

り
、
公

共
工

事
に

お
い

て
は

、
お

そ
れ

情
報

は
落

札
者

決
定

後
か

ら
契

約
締

結
ま

で
（

随
意

契
約

に
お

い
て

は
、
契

約
予

定

者
決

定
後

か
ら

契
約

締
結

ま
で

）
に

通
知

す
べ

き
も

の
と

す
る

こ
と

と
し

た
。
こ

の
通

知

2 
 

貴
職

に
お

か
れ

ま
し

て
は

、
下

記
の

内
容

を
ご

了
知

い
た

だ
く

と
と

も
に

、
適

切
な

対
応

を

図
ら

れ
ま

す
よ

う
お

願
い

い
た

し
ま

す
。

記

一
建

設
業

法
の

一
部

改
正

関
係

（
１

）
請

負
契

約
の

締
結

に
際

す
る

書
面

の
記

載
事

項
の

追
加

（
第

条
第

１
項

関
係

）

資
材

等
の

高
騰

等
に

伴
う

価
格

転
嫁

を
円

滑
化

す
る

た
め

、
建

設
工

事
の

請
負

契
約

を

締
結

す
る

に
際

し
て

は
、「

価
格

等
※

１
の

変
動

又
は

変
更

※
２
に

基
づ

く
工

事
内

容
の

変
更

及
び

請
負

代
金

の
変

更
額

の
算

定
方

法
に

関
す

る
定

め
」
を

書
面

に
記

載
し

な
け

れ
ば

な

ら
な

い
こ

と
と

さ
れ

た
。

※
１

物
価

統
制

令
（

昭
和

年
勅

令
第

号
）

第
２

条
に

規
定

す
る

価
格

等
を

い
う

。

※
２

「
価

格
等

の
変

動
又

は
変

更
」

と
は

、
価

格
の

高
騰

や
下

落
を

指
す

。

当
該

定
め

の
内

容
と

し
て

は
、「
（

注
文

者
及

び
受

注
者

が
）
協

議
し

て
定

め
る

」
と

す

る
ほ

か
、
例

え
ば

、
注

文
者

及
び

受
注

者
双

方
の

合
意

の
下

、「
（

注
文

者
及

び
受

注
者

が
）

協
議

し
て

定
め

る
。
協

議
に

当
た

っ
て

は
、
工

事
に

係
る

価
格

等
の

変
動

の
内

容
そ

の
他

の
事

情
等

を
考

慮
す

る
。
」

旨
を

記
載

す
る

こ
と

が
考

え
ら

れ
、

そ
の

旨
「

建
設

業
法

令

遵
守

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

‐
元

請
負

人
と

下
請

負
人

の
関

係
に

係
る

留
意

点
‐

」
及

び
「

発
注

者
・

受
注

者
間

に
お

け
る

建
設

業
法

令
遵

守
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
」
（

以
下

「
建

設
業

法
令

遵

守
ガ

イ
ド

ラ
イ

ン
」

と
い

う
。
）

で
明

確
化

し
た

。

一
方

で
、
当

該
定

め
の

内
容

を
契

約
書

に
記

載
し

な
い

こ
と

は
も

と
よ

り
、
記

載
し

て

い
る

場
合

で
も

そ
の

内
容

が
「

変
更

し
な

い
」

あ
る

い
は

「
変

更
を

認
め

な
い

」
の

よ
う

に
、
協

議
を

前
提

と
し

な
い

規
定

で
あ

る
場

合
に

は
、
価

格
等

の
変

動
等

を
受

け
た

適
切

な
請

負
契

約
の

変
更

を
円

滑
化

す
る

建
設

業
法

の
趣

旨
に

沿
う

も
の

で
あ

る
と

は
言

え

ず
、
本

項
に

違
反

す
る

た
め

、
上

記
同

様
に

そ
の

旨
建

設
業

法
令

遵
守

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

で

明
確

化
し

た
。

（
２

）
工

期
等

に
影

響
を

及
ぼ

す
事

象
に

関
す

る
情

報
の

通
知

等
（

第
条

の
２

関
係

）

 建
設

業
者

か
ら

の
お

そ
れ

情
報

の
通

知

建
設

業
者

は
、
そ

の
請

け
負

う
建

設
工

事
に

つ
い

て
、
主

要
な

資
材

の
供

給
の

著
し

い

減
少

、
資

材
の

価
格

の
高

騰
等

の
工

期
又

は
請

負
代

金
の

額
に

影
響

を
及

ぼ
す

も
の

と
し

て
国

土
交

通
省

令
で

定
め

る
事

象
が

発
生

す
る

お
そ

れ
が

あ
る

と
認

め
る

と
き

は
、
請

負

契
約

を
締

結
す

る
ま

で
に

、
注

文
者

に
対

し
て

そ
の

旨
を

当
該

事
象

の
状

況
の

把
握

の
た

め
必

要
な

情
報

（
以

下
「

根
拠

情
報

」
と

い
う

。
）

と
併

せ
て

通
知

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
こ

と
と

さ
れ

た
。

そ
こ

で
、

上
記

事
象

が
発

生
す

る
お

そ
れ

が
あ

る
旨

の
情

報
（

以
下

「
お

そ
れ

情
報

」
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の
定

め
に

従
っ

て
、
さ

ら
に

、
資

材
価

格
等

の
変

動
又

は
変

更
に

基
づ

く
工

事
内

容
の

変

更
又

は
請

負
代

金
の

額
の

変
更

は
、
同

項
第

８
号

の
規

定
に

基
づ

く
契

約
書

上
の

定
め

に

従
っ

て
、

そ
れ

ぞ
れ

適
切

に
協

議
を

行
う

必
要

が
あ

る
。

す
な

わ
ち

、
工

期
又

は
請

負
代

金
の

額
に

影
響

を
及

ぼ
す

事
象

で
あ

っ
て

建
設

業
法

第

条
の

２
第

２
項

に
よ

り
事

前
に

受
注

者
か

ら
発

注
者

に
通

知
し

て
い

な
い

も
の

が
契

約
締

結
後

に
生

じ
た

場
合

で
あ

っ
て

も
、
通

知
さ

れ
て

い
な

か
っ

た
こ

と
の

み
を

も
っ

て

発
注

者
が

受
注

者
か

ら
申

し
出

ら
れ

た
契

約
変

更
協

議
を

拒
む

理
由

に
は

な
ら

ず
、
通

知

し
て

い
た

場
合

に
準

じ
て

誠
実

に
対

応
す

る
必

要
が

あ
る

。

よ
っ

て
、

受
注

者
に

お
い

て
も

、
同

項
に

よ
る

事
前

の
通

知
と

は
別

途
、
契

約
締

結
後

に
判

明
し

た
事

象
に

よ
り

契
約

内
容

を
変

更
す

る
可

能
性

が
あ

る
場

合
に

は
、
あ

ら
か

じ

め
発

注
者

に
そ

の
旨

を
通

知
し

て
お

く
こ

と
が

望
ま

し
い

旨
、
建

設
業

法
令

遵
守

ガ
イ

ド

ラ
イ

ン
で

定
め

る
こ

と
と

し
た

。

＜
公

共
工

事
に

お
け

る
契

約
変

更
の

取
り

扱
い

に
つ

い
て

＞

公
共

工
事

に
お

い
て

は
、
設

計
図

書
と

工
事

施
工

環
境

の
乖

離
等

に
つ

い
て

疑
念

が
あ

れ
ば

あ
ら

か
じ

め
「

仕
様

書
等

に
対

す
る

質
問

書
」
等

の
質

問
の

機
会

に
お

い
て

発
注

者

に
対

し
質

問
し

て
お

き
、
契

約
後

は
、
公

共
工

事
標

準
請

負
契

約
約

款
に

沿
っ

た
請

負
契

約
の

定
め

に
従

っ
た

設
計

変
更

等
の

協
議

に
て

対
応

す
べ

き
も

の
で

あ
る

。
こ

の
た

め
、

公
共

工
事

の
発

注
者

は
、
当

該
質

問
の

機
会

を
設

け
る

こ
と

と
と

も
に

、
適

切
に

設
計

変

更
等

の
協

議
を

す
べ

き
で

あ
る

。

ま
た

、
公

共
工

事
に

お
い

て
は

、
改

正
法

に
よ

る
改

正
後

の
公

共
工

事
の

入
札

及
び

契

約
の

適
正

化
の

促
進

に
関

す
る

法
律

（
平

成
年

法
律

第
号

。
以

下
「

入
契

法
」

と
い

う
。
）
第

条
第

２
項

に
よ

り
、
公

共
工

事
の

入
札

及
び

契
約

の
適

正
化

の
促

進
に

関
す

る
法

律
施

行
規

則
（

令
和

６
年

国
土

交
通

省
令

第
号

。
以

下
「

入
契

法
施

行
規

則
」

と
い

う
。
）

第
１

条
に

規
定

す
る

事
象

が
発

生
し

た
場

合
に

受
注

者
が

請
負

契
約

の

内
容

の
変

更
に

つ
い

て
協

議
を

申
し

出
た

と
き

は
、
そ

の
公

共
工

事
を

発
注

し
た

各
省

各

庁
の

長
等

は
誠

実
に

協
議

に
応

じ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
と

さ
れ

て
い

る
。
こ

れ
ら

の
協

議

に
つ

い
て

、
公

共
工

事
に

お
い

て
は

、
公

共
工

事
標

準
請

負
契

約
約

款
に

沿
っ

た
請

負
契

約
及

び
各

発
注

者
が

定
め

る
そ

の
運

用
基

準
に

基
づ

き
協

議
の

対
応

を
行

う
こ

と
が

原

則
で

あ
り

、
建

設
業

法
及

び
入

契
法

の
趣

旨
も

踏
ま

え
て

当
該

請
負

契
約

等
に

基
づ

く
対

応
を

適
切

に
行

う
こ

と
を

も
っ

て
、

誠
実

な
協

議
と

さ
れ

る
も

の
で

あ
る

。

（
３

）
労

働
者

の
適

切
な

処
遇

の
確

保
に

関
す

る
建

設
業

者
の

責
務

（
第

条
の

第
２

項
関

係
）

建
設

業
者

は
、

そ
の

労
働

者
が

有
す

る
知

識
、

技
能

そ
の

他
の

能
力

に
つ

い
て

の
公

正

な
評

価
に

基
づ

く
適

正
な

賃
金

の
支

払
そ

の
他

の
労

働
者

の
適

切
な

処
遇

を
確

保
す

る

た
め

の
措

置
を

効
果

的
に

実
施

す
る

よ
う

努
め

る
こ

と
と

さ
れ

た
。

（
４

）
情

報
通

信
技

術
を

活
用

し
た

建
設

工
事

の
適

正
な

施
工

の
確

保
（

第
条

の
関

係
）
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に
つ

い
て

は
、

別
添

の
「

公
共

工
事

に
お

け
る

建
設

業
法

第
条

の
２

第
２

項
に

よ
る

通
知

の
参

考
様

式
」
を

踏
ま

え
、
事

前
に

様
式

を
作

成
す

る
と

と
も

に
、
入

札
公

告
時

に

周
知

を
行

う
等

に
よ

り
、
受

注
予

定
者

に
事

前
に

共
有

を
図

る
よ

う
各

公
共

発
注

者
に

求

め
て

い
る

。
な

お
、

こ
の

場
合

に
お

い
て

、
現

場
説

明
書

等
に

お
い

て
、

工
期

又
は

請
負

代
金

の
額

に
影

響
を

及
ぼ

す
事

象
に

関
す

る
情

報
の

通
知

に
つ

い
て

記
載

を
行

う
よ

う

留
意

す
る

こ
と

と
し

て
い

る
。

な
お

、
公

共
工

事
に

お
い

て
、
当

該
情

報
は

参
考

と
す

る
情

報
と

し
て

取
り

扱
わ

れ
る

も
の

で
あ

る
。
す

な
わ

ち
、
入

札
自

体
は

発
注

者
が

示
す

条
件

に
沿

っ
て

行
わ

れ
る

も
の

で
あ

る
た

め
、

当
該

情
報

が
予

定
価

格
を

含
む

入
札

の
条

件
や

請
負

代
金

を
含

む
契

約

（
変

更
契

約
を

含
む

。
）

の
内

容
に

影
響

を
与

え
る

も
の

で
は

な
い

こ
と

に
留

意
が

必
要

で
あ

る
。
ま

た
、
当

該
情

報
に

係
る

事
象

が
契

約
締

結
後

に
顕

在
化

し
た

場
合

は
、
建

設

業
法

第
２

０
条

の
２

第
３

項
に

よ
り

、
請

負
契

約
の

変
更

に
つ

い
て

の
協

議
を

受
注

者
か

ら
発

注
者

に
対

し
て

申
し

出
る

こ
と

が
で

き
る

が
、
当

該
協

議
に

つ
い

て
、
公

共
工

事
に

お
い

て
は

、
公

共
工

事
標

準
請

負
契

約
約

款
に

沿
っ

た
請

負
契

約
及

び
各

発
注

者
が

定
め

る
そ

の
運

用
基

準
に

基
づ

き
協

議
の

対
応

を
行

う
こ

と
が

原
則

で
あ

る
こ

と
に

留
意

が

必
要

で
あ

る
。

ⅱ
通

知
さ

れ
た

事
象

の
発

生
に

よ
る

契
約

変
更

協
議

お
そ

れ
情

報
の

通
知

を
し

た
建

設
業

者
は

、
請

負
契

約
の

締
結

後
、

当
該

通
知

に
係

る
事

象
が

発
生

し
た

場
合

に
は

、
注

文
者

に
対

し
て

工
期

の
変

更
、
工

事
内

容
の

変
更

又

は
請

負
代

金
の

額
の

変
更

に
つ

い
て

の
協

議
を

申
し

出
る

こ
と

が
で

き
る

こ
と

と
し

、
当

該
協

議
の

申
出

を
受

け
た

注
文

者
は

、
正

当
な

理
由

が
あ

る
場

合
を

除
き

誠
実

に
当

該
協

議
に

応
ず

る
よ

う
努

め
る

こ
と

と
さ

れ
た

と
こ

ろ
で

あ
る

。

す
な

わ
ち

、
受

注
者

か
ら

申
し

出
ら

れ
た

契
約

の
変

更
の

必
要

性
や

変
更

の
内

容
、
変

更
す

べ
き

と
す

る
根

拠
に

つ
い

て
注

文
者

及
び

受
注

者
の

間
で

十
分

に
協

議
を

行
う

た

め
、
注

文
者

は
ま

ず
は

協
議

の
テ

ー
ブ

ル
に

つ
い

た
う

え
で

、
変

更
の

可
否

に
つ

い
て

受

注
者

に
説

明
す

る
必

要
が

あ
る

。
し

た
が

っ
て

、
受

注
者

か
ら

申
し

出
ら

れ
た

契
約

の
変

更
協

議
の

開
始

自
体

を
正

当
な

理
由

な
く

拒
絶

す
る

こ
と

の
ほ

か
、
申

し
出

後
に

合
理

的

な
期

間
以

上
に

協
議

開
始

を
あ

え
て

遅
延

さ
せ

る
こ

と
や

、
協

議
の

場
に

お
い

て
一

方
的

に
受

注
者

の
主

張
を

否
定

し
た

り
、
十

分
に

当
該

主
張

を
聞

き
取

る
こ

と
な

く
一

方
的

に

注
文

者
の

主
張

の
み

を
伝

え
て

協
議

を
打

ち
切

る
こ

と
等

は
、
誠

実
に

協
議

に
応

じ
る

よ

う
努

め
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
こ

と
を

定
め

る
同

条
第

４
項

の
趣

旨
に

反
す

る
も

の
で

あ

る
旨

、
建

設
業

法
令

遵
守

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

で
定

め
る

こ
と

と
し

た
。

ⅲ
そ

の
他

の
場

合
に

お
け

る
契

約
変

更
協

議

の
通

知
を

し
て

い
な

い
場

合
に

お
い

て
も

、
受

注
者

か
ら

設
計

変
更

又
は

工
事

着

手
の

延
期

若
し

く
は

工
事

の
全

部
若

し
く

は
一

部
の

中
止

の
申

出
が

あ
っ

た
と

き
は

、
工

期
や

請
負

代
金

の
額

の
変

更
に

つ
い

て
、

建
設

業
法

第
条

第
１

項
第

６
号

の
規

定
に

基
づ

く
契

約
書

上
の

定
め

に
従

っ
て

、
ま

た
、
契

約
後

の
予

期
せ

ぬ
天

災
そ

の
他

不
可

抗

力
に

よ
る

工
期

の
変

更
又

は
損

害
の

負
担

は
、
同

項
第

７
号

の
規

定
に

基
づ

く
契

約
書

上
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と
い

う
。
）
第

条
に

お
い

て
２

と
し

た
う

え
で

、
当

該
建

設
工

事
の

請
負

代
金

の
額

に

つ
い

て
は

同
令

第
条

に
お

い
て

１
億

円
（

当
該

建
設

工
事

が
建

築
一

式
工

事
で

あ
る

場
合

に
お

い
て

は
２

億
円

）
と

す
る

こ
と

と
し

た
。

さ
ら

に
、
上

記
要

件
に

つ
い

て
は

、
規

則
第

条
の

２
及

び
第

条
の

３
に

つ
い

て

以
下

の
と

お
り

と
す

る
こ

と
と

し
た

。

①
建

設
工

事
の

工
事

現
場

間
の

移
動

時
間

又
は

連
絡

方
法

等
の

当
該

工
事

現
場

の
施

工

体
制

の
確

保
の

た
め

に
必

要
な

事
項

に
関

す
る

要
件

（
建

設
業

法
第

条
第

３
項

第

１
号

ロ
）

⑴
同

一
の

主
任

技
術

者
又

は
監

理
技

術
者

を
置

こ
う

と
す

る
建

設
工

事
の

工
事

現

場
の

距
離

が
、
こ

れ
ら

の
者

が
そ

の
一

日
の

勤
務

時
間

内
に

巡
回

可
能

な
も

の
で

あ

り
、

か
つ

、
一

の
工

事
現

場
に

お
い

て
災

害
、

事
故

そ
の

他
の

事
象

が
発

生
し

た
場

合
に

お
い

て
、
他

の
工

事
現

場
か

ら
当

該
工

事
現

場
に

お
お

む
ね

二
時

間
以

内
に

到

着
で

き
る

も
の

で
あ

る
こ

と
。

⑵
⑴

の
主

任
技

術
者

又
は

監
理

技
術

者
を

置
こ

う
と

す
る

建
設

業
者

に
連

な
る

下

請
次

数
が

３
以

下
で

あ
る

こ
と

。

⑶
当

該
建

設
工

事
の

工
事

現
場

に
置

か
れ

る
主

任
技

術
者

又
は

監
理

技
術

者
と

の

連
絡

そ
の

他
必

要
な

措
置

を
講

ず
る

た
め

の
者
（

当
該

建
設

工
事

が
土

木
一

式
工

事

又
は

建
築

一
式

工
事

で
あ

る
場

合
は

、
当

該
工

事
に

関
す

る
実

務
の

経
験

を
一

年
以

上
有

す
る

者
に

限
る

。
）

を
当

該
建

設
工

事
に

置
い

て
い

る
こ

と
。

⑷
当

該
建

設
工

事
に

関
す

る
工

事
現

場
の

施
工

体
制

を
営

業
所

技
術

者
等

が
情

報

通
信

技
術

を
利

用
す

る
方

法
に

よ
り

確
認

す
る

こ
と

が
で

き
る

措
置

を
講

じ
て

い

る
こ

と
。

⑸
建

設
業

者
が

、
次

に
掲

げ
る

事
項

を
記

載
し

た
人

員
の

配
置

の
計

画
書

を
作

成
し

、

⑴
の

工
事

現
場

に
備

え
置

き
、
及

び
一

定
期

間
営

業
所

で
保

存
し

て
い

る
こ

と
。（

電

子
媒

体
に

よ
る

作
成

等
も

可
）

・
当

該
建

設
業

者
の

名
称

及
び

所
在

地

・
⑴

の
主

任
技

術
者

又
は

監
理

技
術

者
の

氏
名

・
当

該
主

任
技

術
者

又
は

監
理

技
術

者
の

一
日

あ
た

り
の

法
定

外
労

働
時

間
の

見
込

み

及
び

当
該

労
働

時
間

の
実

績

・
当

該
建

設
工

事
に

係
る

次
の

事
項

当
該

建
設

工
事

の
名

称
及

び
工

事
現

場
の

所
在

地

建
設

工
事

の
内

容

当
該

建
設

工
事

の
請

負
代

金
の

額

⑴
の

移
動

時
間

⑵
の

下
請

次
数

⑶
の

者
の

氏
名

及
び

所
属

、
実

務
経

験
の

内
容

（
当

該
建

設
工

事
が

一
式

工
事

で

あ
る

場
合

に
限

る
。
）

⑷
の

措
置

②
の

情
報

通
信

機
器

②
監

理
技

術
者

等
が

各
工

事
現

場
に

お
け

る
そ

の
職

務
を

情
報

通
信

技
術

の
利

用
に

よ
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特
定

建
設

業
者

は
、
工

事
の

施
工

の
管

理
に

関
す

る
情

報
シ

ス
テ

ム
の

整
備

等
の

建
設

工
事

の
適

正
な

施
工

を
確

保
す

る
た

め
に

必
要

な
情

報
通

信
技

術
の

活
用

に
関

し
必

要

な
措

置
を

講
ず

る
よ

う
努

め
る

と
と

も
に

、
発

注
者

か
ら

直
接

建
設

工
事

を
請

け
負

っ
た

場
合

に
お

い
て

は
、
当

該
建

設
工

事
の

下
請

負
人

が
、
そ

の
下

請
負

に
係

る
建

設
工

事
の

施
工

に
関

し
て

当
該

特
定

建
設

業
者

が
講

ず
る

当
該

措
置

の
実

施
の

た
め

に
必

要
な

措

置
を

講
ず

る
こ

と
が

で
き

る
こ

と
と

な
る

よ
う

、
当

該
下

請
負

人
の

指
導

に
努

め
る

こ
と

と
さ

れ
た

。

ま
た

、
国

土
交

通
大

臣
は

、
当

該
措

置
に

関
し

て
、

そ
の

適
切

か
つ

有
効

な
実

施
を

図

る
た

め
の

指
針

と
な

る
べ

き
事

項
を

定
め

、
こ

れ
を

公
表

す
る

こ
と

と
さ

れ
た

。

当
該

指
針

は
、
と

り
わ

け
、
大

規
模

工
事

を
担

い
多

数
の

下
請

業
者

と
の

取
引

を
伴

う

特
定

建
設

業
者

や
、
民

間
工

事
を

牽
引

す
る

公
共

工
事

に
お

け
る

工
事

受
注

者
を

主
な

対

象
と

し
て

、
元

請
・

下
請

間
の

書
類

等
の

や
り

取
り

の
合

理
化

、
Ｃ

Ｃ
Ｕ

Ｓ
や

建
退

共
電

子
申

請
方

式
の

積
極

的
活

用
、
電

子
契

約
等

の
積

極
的

活
用

と
い

っ
た

い
わ

ゆ
る

バ
ッ

ク

オ
フ

ィ
ス

に
関

す
る

Ｉ
Ｃ

Ｔ
活

用
に

関
し

て
講

ず
べ

き
措

置
や

、
ド

ロ
ー

ン
や

ウ
ェ

ア
ラ

ブ
ル

カ
メ

ラ
と

い
っ

た
Ｉ

Ｃ
Ｔ

に
つ

い
て

、
建

設
現

場
に

お
い

て
効

果
的

に
活

用
す

る
に

あ
た

り
留

意
す

べ
き

ポ
イ

ン
ト

等
に

つ
い

て
記

載
す

る
も

の
で

あ
る

。

他
方

、
建

設
業

の
Ｉ

Ｃ
Ｔ

化
の

た
め

に
は

、
受

注
者

の
み

な
ら

ず
、

発
注

者
・

工
事

監

理
者

・
設

計
者

等
、
工

事
に

携
わ

る
全

て
の

関
係

者
の

理
解

が
不

可
欠

で
あ

り
、

こ
れ

ら

の
者

に
お

い
て

も
、
本

指
針

を
参

考
に

、
Ｉ

Ｃ
Ｔ

活
用

に
係

る
環

境
整

備
等

の
一

層
の

推

進
を

図
る

べ
き

で
あ

る
と

さ
れ

た
。

更
に

、
公

共
発

注
者

に
つ

い
て

は
、
電

子
入

札
や

Ａ
Ｓ

Ｐ
の

活
用

、
書

類
の

簡
素

化
に

係
る

取
組

に
つ

い
て

一
層

取
り

組
む

こ
と

と
さ

れ
た

。
特

に
、

Ａ
Ｓ

Ｐ
に

つ
い

て
は

、
Ａ

Ｓ
Ｐ

を
導

入
し

て
い

る
に

も
か

か
わ

ら
ず

不
要

に
紙

資
料

の
併

用
を

求
め

る
こ

と
は

、
メ

リ
ッ

ト
を

低
減

さ
せ

る
だ

け
で

な
く

、
か

え
っ

て
負

担
を

増
加

さ
せ

る
こ

と
と

な
る

た
め

、

行
わ

な
い

よ
う

留
意

す
べ

き
で

あ
る

こ
と

、
Ａ

Ｓ
Ｐ

を
導

入
し

た
場

合
で

も
、
「

ワ
ン

デ

ー
レ

ス
ポ

ン
ス

」
の

確
実

な
実

施
を

併
せ

て
行

う
こ

と
な

ど
が

記
載

さ
れ

た
。

そ
し

て
、
民

間
発

注
者

に
つ

い
て

は
、
Ｉ

Ｃ
Ｔ

活
用

の
重

要
性

を
理

解
し

、
本

指
針

の

趣
旨

を
踏

ま
え

、
公

共
発

注
者

と
同

様
取

組
を

進
め

る
こ

と
が

重
要

で
あ

る
と

さ
れ

た
。

（
５

）
監

理
技

術
者

等
の

専
任

義
務

の
合

理
化

（
第

条
第

３
項

関
係

）

工
事

現
場

ご
と

に
主

任
技

術
者

又
は

監
理

技
術

者
（

以
下
「

監
理

技
術

者
等

」
と

い
う

。
）

を
専

任
で

置
く

べ
き

建
設

工
事

に
つ

い
て

、
当

該
建

設
工

事
の

請
負

代
金

の
額

が
政

令
で

定
め

る
金

額
未

満
で

あ
り

、
か

つ
、
監

理
技

術
者

等
が

当
該

建
設

工
事

の
工

事
現

場
の

状

況
の

確
認

等
の

職
務

を
情

報
通

信
技

術
の

利
用

に
よ

り
行

う
た

め
必

要
な

措
置

が
講

じ

ら
れ

る
等

の
国

土
交

通
省

令
で

定
め

る
要

件
に

該
当

す
る

場
合

に
は

、
監

理
技

術
者

等
の

適
切

な
遂

行
に

支
障

を
生

じ
る

お
そ

れ
が

な
い

も
の

と
し

て
政

令
で

定
め

る
数

を
超

え

な
い

数
の

工
事

現
場

の
間

に
限

り
、
当

該
監

理
技

術
者

等
の

専
任

を
要

し
な

い
こ

と
と

さ

れ
た

。

こ
れ

に
関

し
、
監

理
技

術
者

等
の

適
切

な
遂

行
に

支
障

を
生

じ
る

お
そ

れ
が

な
い

工
事

現
場

の
数

に
つ

い
て

は
、
建

設
業

法
施

行
令
（

昭
和

年
政

令
第

号
。
以

下
「

令
」
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要
な

措
置

を
講

ず
る

た
め

の
者
（

当
該

建
設

工
事

が
土

木
一

式
工

事
又

は
建

築
一

式

工
事

で
あ

る
場

合
は

、
当

該
工

事
に

関
す

る
実

務
の

経
験

を
一

年
以

上
有

す
る

者
に

限
る

。
）

を
当

該
建

設
工

事
に

置
い

て
い

る
こ

と
。

当
該

建
設

工
事

に
関

す
る

工
事

現
場

の
施

工
体

制
を

営
業

所
技

術
者

等
が

情
報

通

信
技

術
を

利
用

す
る

方
法

に
よ

り
確

認
す

る
こ

と
が

で
き

る
措

置
を

講
じ

て
い

る

こ
と

。

工
事

を
請

け
負

っ
た

建
設

業
者

が
、
次

に
掲

げ
る

事
項

を
記

載
し

た
人

員
の

配
置

の

計
画

書
を

作
成

し
、

の
工

事
現

場
に

備
え

置
き

、
及

び
一

定
期

間
営

業
所

で
保

存
し

て
い

る
こ

と
。
（

電
子

媒
体

に
よ

る
作

成
等

も
可

）

・
当

該
建

設
業

者
の

名
称

及
び

所
在

地

・
の

営
業

所
技

術
者

等
の

氏
名

及
び

こ
れ

ら
の

者
が

置
か

れ
て

い
る

営
業

所
の

名

称

・
の

営
業

所
技

術
者

等
の

１
日

当
た

り
の

法
定

外
労

働
時

間
の

見
込

み
及

び
実

績

・
当

該
建

設
工

事
に

係
る

次
の

事
項

当
該

建
設

工
事

の
名

称
並

び
に

当
該

建
設

工
事

に
係

る
契

約
を

締
結

し
た

営
業

所
及

び
工

事
現

場
の

所
在

地

建
設

工
事

の
内

容

当
該

建
設

工
事

の
請

負
代

金
の

額

の
移

動
時

間

の
下

請
次

数

の
者

の
氏

名
及

び
実

務
経

験
の

内
容

（
当

該
建

設
工

事
が

一
式

工
事

で
あ

る

場
合

に
限

る
。
）

の
措

置

②
の

情
報

通
信

機
器

②
営

業
所

技
術

者
等

が
営

業
所

職
務

等
を

情
報

通
信

技
術

を
利

用
し

て
行

う
た

め
必

要

と
な

る
措

置
（

建
設

業
法

第
条

の
５

第
１

項
第

４
号

）

①
の

営
業

所
技

術
者

等
が

当
該

工
事

現
場

以
外

の
場

所
か

ら
当

該
工

事
現

場
の

状

況
の

確
認

を
す

る
た

め
に

必
要

な
映

像
及

び
音

声
の

送
受

信
が

可
能

な
情

報
通

信
機

器

が
設

置
さ

れ
、

か
つ

、
当

該
機

器
を

用
い

た
通

信
を

利
用

す
る

こ
と

が
可

能
な

環
境

が
確

保
さ

れ
て

い
る

こ
と

。

７
）

国
土

交
通

大
臣

に
よ

る
調

査
等

（
第

条
の

４
関

係
）

国
土

交
通

大
臣

は
、
請

負
契

約
の

適
正

化
及

び
建

設
工

事
に

従
事

す
る

者
の

適
正

な
処

遇
の

確
保

を
図

る
た

め
、
建

設
業

者
に

対
し

て
、
建

設
工

事
の

請
負

契
約

の
締

結
の

状
況

、

（
２

）
の

規
定

に
よ

る
通

知
又

は
協

議
の

状
況

、（
３

）
に

規
定

す
る

措
置

の
実

施
の

状
況

そ
の

他
の

国
土

交
通

省
令

で
定

め
る

事
項

に
つ

き
必

要
な

調
査

及
び

そ
の

結
果

の
公

表

を
行

う
と

と
も

に
、

中
央

建
設

業
審

議
会

に
対

し
、

当
該

結
果

を
報

告
す

る
こ

と
と

さ
れ

た
。 こ

れ
に

関
し

、
調

査
す

べ
き

事
項

と
し

て
、

規
則

第
条

の
２

に
お

い
て

以
下

の
と

お
り

定
め

る
こ

と
と

し
た

。

8 
 

り
行

う
た

め
必

要
と

な
る

措
置

（
建

設
業

法
第

条
第

３
項

第
１

号
ハ

）

①
⑴

の
主

任
技

術
者

又
は

監
理

技
術

者
が

当
該

工
事

現
場

以
外

の
場

所
か

ら
当

該
工

事
現

場
の

状
況

の
確

認
を

す
る

た
め

に
必

要
な

映
像

及
び

音
声

の
送

受
信

が
可

能
な

情

報
通

信
機

器
が

設
置

さ
れ

、
か

つ
、
当

該
機

器
を

用
い

た
通

信
を

利
用

す
る

こ
と

が
可

能

な
環

境
が

確
保

さ
れ

て
い

る
こ

と
。

な
お

、
①

の
情

報
通

信
技

術
（

等
）

や
②

の
情

報
通

信
機

器
（

ス
マ

ー
ト

フ

ォ
ン

等
）

等
の

具
体

的
な

運
用

に
あ

た
っ

て
の

詳
細

や
留

意
事

項
に

つ
い

て
、
「

監
理

技

術
者

制
度

運
用

マ
ニ

ュ
ア

ル
」

に
お

い
て

規
定

す
る

こ
と

と
し

た
。
（
（

６
）

も
同

じ
）

（
６

）
営

業
所

技
術

者
等

に
関

す
る

監
理

技
術

者
等

の
職

務
の

特
例

（
第

条
の

５
関

係
）

建
設

業
者

は
、

工
事

現
場

ご
と

に
監

理
技

術
者

等
を

専
任

で
置

く
べ

き
建

設
工

事
（

当

該
営

業
所

に
お

い
て

締
結

し
た

請
負

契
約

に
係

る
建

設
工

事
に

限
る

。
）
に

つ
い

て
、
当

該

建
設

工
事

の
請

負
代

金
の

額
が

政
令

で
定

め
る

金
額

未
満

で
あ

り
、

か
つ

、
そ

の
営

業
所

の
営

業
所

技
術

者
等

※
４
が

当
該

営
業

所
及

び
当

該
建

設
工

事
の

工
事

現
場

の
状

況
の

確

認
等

の
職

務
を

情
報

通
信

技
術

の
利

用
に

よ
り

行
う

た
め

必
要

な
措

置
が

講
じ

ら
れ

る

等
の

国
土

交
通

省
令

で
定

め
る

要
件

に
該

当
す

る
場

合
に

は
、
営

業
所

技
術

者
等

の
営

業

所
職

務
等

の
適

切
な

遂
行

に
支

障
が

生
じ

る
お

そ
れ

が
な

い
も

の
と

し
て

政
令

で
定

め

る
数

を
超

え
な

い
工

事
現

場
と

の
間

に
限

り
、
当

該
営

業
所

技
術

者
等

に
監

理
技

術
者

等

の
職

務
を

兼
ね

て
行

わ
せ

る
こ

と
が

で
き

る
こ

と
と

さ
れ

た
。

※
４

建
設

工
事

の
請

負
契

約
の

締
結

及
び

履
行

の
業

務
に

関
す

る
技

術
上

の
管

理
を

つ
か

さ

ど
る

者
で

あ
っ

て
一

定
の

要
件

を
満

た
す

者

こ
れ

に
関

し
、
営

業
所

技
術

者
等

の
営

業
所

職
務

等
の

適
切

な
遂

行
に

支
障

が
生

じ
る

お
そ

れ
が

な
い

工
事

現
場

の
数

に
つ

い
て

は
、
令

第
条

に
お

い
て

１
と

し
た

う
え

で
、

当
該

建
設

工
事

の
請

負
代

金
の

額
に

つ
い

て
は

同
令

第
条

に
お

い
て

１
億

円
（

当
該

建
設

工
事

が
建

築
一

式
工

事
で

あ
る

場
合

に
お

い
て

は
２

億
円

）
と

し
た

。

さ
ら

に
、
上

記
要

件
に

つ
い

て
は

、
規

則
第

条
の

５
及

び
第

条
の

６
に

お
い

て

以
下

の
と

お
り

と
し

た
。

①
当

該
営

業
所

と
当

該
建

設
工

事
の

工
事

現
場

と
の

間
の

移
動

時
間

又
は

連
絡

方
法

そ

の
他

の
当

該
営

業
所

の
業

務
体

制
及

び
当

該
工

事
現

場
の

施
工

体
制

の
確

保
の

た
め

に
必

要
な

事
項

に
関

す
る

要
件

（
建

設
業

法
第

条
の

５
第

１
項

第
３

号
）

同
一

の
営

業
所

技
術

者
又

は
特

定
営

業
所

技
術

者
を

設
置

す
る

営
業

所
と

建
設

工

事
の

工
事

現
場

と
の

距
離

が
、

こ
れ

ら
の

者
が

そ
の

一
日

の
勤

務
時

間
内

に
巡

回
可

能
な

も
の

で
あ

り
、
か

つ
、
当

該
営

業
所

が
、
当

該
建

設
工

事
の

工
事

現
場

に
お

い
て

災
害

、
事

故
そ

の
他

の
事

象
が

発
生

し
た

場
合

に
お

お
む

ね
二

時
間

以
内

に
到

着
で

き
る

も
の

で
あ

る
こ

と
。

の
営

業
所

技
術

者
等

を
置

こ
う

と
す

る
建

設
業

者
に

連
な

る
下

請
次

数
が

３
以

下
で

あ
る

こ
と

。

当
該

建
設

工
事

の
工

事
現

場
に

置
か

れ
る

営
業

所
技

術
者

等
と

の
連

絡
そ

の
他

必
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ま
た

、
発

注
者

か
ら

直
接

公
共

工
事

を
請

け
負

っ
た

建
設

業
者

は
、
そ

の
建

設
工

事
の

下
請

負
人

が
、
そ

の
下

請
負

に
係

る
建

設
工

事
の

施
工

に
関

し
て

そ
の

建
設

業
者

が
講

ず

る
措

置
の

実
施

の
た

め
に

必
要

な
措

置
を

講
ず

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
、
下

請
負

人
の

指

導
に

努
め

る
こ

と
と

さ
れ

た
。

さ
ら

に
、

各
省

各
庁

の
長

等
は

、
上

記
の

措
置

が
適

確
に

講
じ

ら
れ

る
よ

う
、
そ

の
建

設
業

者
に

対
し

、
必

要
な

助
言

、
指

導
等

の
援

助
を

行
う

よ
う

努
め

る
こ

と
と

さ
れ

た
。

三
そ

の
他

（
改

正
法

施
行

関
係

以
外

）

建
設

業
を

取
り

巻
く

社
会

経
済

情
勢

の
変

化
に

鑑
み

、
以

下
の

と
お

り
令

及
び

規
則

を
改

正
す

る
こ

と
と

し
た

。

（
１

）
技

術
検

定
の

受
検

手
数

料
の

見
直

し
（

令
和

７
年

１
月

１
日

施
行

）

建
設

業
法

第
条

に
定

め
る

技
術

検
定

に
つ

い
て

、
人

件
費

や
物

価
の

高
騰

を
勘

案

し
、

以
下

の
と

お
り

令
第

条
に

掲
げ

る
受

検
手

数
料

を
見

直
す

こ
と

と
し

た
。
（

改
正

後

の
受

検
手

数
料

は
令

和
７

年
度

に
実

施
さ

れ
る

検
定

か
ら

適
用

）

検
定

種
目

現
行

改
正

後

１
級

２
級

１
級

２
級

一
次

二
次

一
次

二
次

一
次

二
次

一
次

二
次

建
設

機
械

土
木

建
築

電
気

工
事

管
工

事

電
気

通
信

工
事

造
園

（
単
位
は
円
）

（
２

）
建

設
業

許
可

等
に

係
る

金
額

要
件

の
見

直
し

（
令

和
７

年
２

月
１

日
施

行
）

下
記

の
規

定
に

定
め

る
金

額
に

つ
い

て
、

令
和

４
年

度
以

降
の

建
設

工
事

費
の

高
騰

に
伴

い
、

そ
れ

ぞ
れ

以
下

の
と

お
り

見
直

す
こ

と
と

し
た

。

見
直

し
対

象
現

行
改

正
後

特
定

建
設

業
の

許
可

を
要

す
る

下
請

代
金

額
の

下
限

（
建

設
業

法
第

３
条

第
１

項
第

２
号

、
令

第
２

条
）

万
円

（
万

円
※

６
）

万
円

（
万

円
※

６
）

施
工

体
制

台
帳

等
の

作
成

を
要

す
る

下
請

代
金

額
の

下
限

（
建

設
業

法
第

条
の

８
第

１
項

、
令

第
７

条
の

４
）

万
円

（
万

円
※

７
）

万
円

（
万

円
※

７
）

専
任

の
監

理
技

術
者

等
を

要
す

る
建

設
工

事
の

請
負

代
金

額
の

下
限

（
建

設
業

法
第

条
第

３
項

、
令

第
条

第

１
項

）

万
円

（
万

円
※

７
）

万
円

（
万

円
※

７
）

特
定

専
門

工
事

※
８
の

対
象

と
な

る
建

設
工

事
の

下
請

代
金

額
の

上
限

（
建

設
業

法
第

条
の

３
第

２
項

、
令

第

条
第

２
項

）

万
円

万
円

※
６

建
築

工
事

業
の

場
合

10
 

 

①
建

設
工

事
の

請
負

契
約

の
締

結
及

び
履

行
の

状
況

※
５

②
建

設
業

法
第

二
十

条
の

二
第

二
項

か
ら

第
四

項
ま

で
の

規
定

に
よ

る
通

知
又

は

協
議

の
状

況

③
建

設
業

法
第

二
十

五
条

の
二

十
七

第
二

項
に

規
定

す
る

措
置

の
実

施
の

状
況

※
５

①
に

つ
い

て
は

既
に

令
和

６
年

９
月

１
日

施
行

の
規

則
に

お
い

て
規

定
済

み
。

二
公

共
工

事
の

入
札

及
び

契
約

の
適

正
化

の
促

進
に

関
す

る
法

律
の

一
部

改
正

関
係

（
１

）
工

期
等

に
影

響
を

及
ぼ

す
事

象
が

発
生

し
た

場
合

に
お

け
る

各
省

各
庁

の
長

等
の

責

務
（

第
条

第
２

項
関

係
）

各
省

各
庁

の
長

等
は

、
公

共
工

事
に

つ
い

て
、
そ

の
工

期
又

は
請

負
代

金
の

額
に

影
響

を
及

ぼ
す

国
土

交
通

省
令

で
定

め
る

事
象

が
発

生
し

た
場

合
に

お
い

て
、
公

共
工

事
の

受

注
者

が
請

負
契

約
の

変
更

に
つ

い
て

協
議

を
申

し
出

た
と

き
は

、
誠

実
に

当
該

協
議

に
応

じ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
こ

と
と

さ
れ

た
。

こ
れ

に
関

し
、
上

記
事

象
と

し
て

、
入

契
法

施
行

規
則

第
１

条
に

お
い

て
以

下
の

と
お

り
定

め
る

こ
と

と
し

た
。

①
主

要
な

資
機

材
の

供
給

の
不

足
若

し
く

は
遅

延
又

は
資

機
材

の
価

格
の

高
騰

で
あ

っ
て

、
公

共
工

事
の

請
負

契
約

に
基

づ
き

受
注

者
が

そ
の

内
容

の
変

更
に

つ
い

て
協

議
を

申
し

出
る

こ
と

が
で

き
る

事
由

で
あ

る
も

の

②
労

務
の

供
給

の
不

足
又

は
価

格
の

高
騰

で
あ

っ
て

、
公

共
工

事
の

請
負

契
約

に
基

づ

き
受

注
者

が
そ

の
内

容
の

変
更

に
つ

い
て

協
議

を
申

し
出

る
こ

と
が

で
き

る
事

由

で
あ

る
も

の

（
２

）
施

工
体

制
台

帳
の

写
し

の
提

出
義

務
の

合
理

化
（

第
条

第
２

項
関

係
）

発
注

者
か

ら
公

共
工

事
を

直
接

請
け

負
っ

た
建

設
業

者
が

下
請

契
約

を
締

結
し

た
場

合
は

、
そ

の
公

共
工

事
に

関
す

る
工

事
現

場
の

施
工

体
制

等
を

記
載

し
た

施
工

体
制

台
帳

を
作

成
す

る
こ

と
と

さ
れ

て
お

り
、
当

該
施

工
体

制
台

帳
の

写
し

を
発

注
者

に
提

出
す

る

こ
と

と
さ

れ
て

い
る

が
、
発

注
者

が
そ

の
施

工
体

制
に

つ
い

て
、
情

報
通

信
技

術
を

利
用

す
る

方
法

に
よ

り
確

認
す

る
こ

と
が

で
き

る
国

土
交

通
省

令
で

定
め

る
措

置
を

講
じ

て

い
る

場
合

に
は

、
当

該
写

し
の

提
出

を
要

し
な

い
こ

と
と

さ
れ

た
。

こ
れ

に
関

し
、
上

記
措

置
と

し
て

、
入

契
法

施
行

規
則

第
２

条
に

お
い

て
、

建
設

キ
ャ

リ
ア

ア
ッ

プ
シ

ス
テ

ム
そ

の
他

施
工

体
制

台
帳

の
記

載
事

項
を

閲
覧

す
る

こ
と

が
で

き

る
適

切
な

シ
ス

テ
ム

を
利

用
す

る
方

法
に

よ
り

、
発

注
者

が
当

該
記

載
事

項
を

確
認

す
る

こ
と

が
で

き
る

よ
う

に
す

る
措

置
を

定
め

る
こ

と
と

し
た

。

（
３

）
情

報
通

信
技

術
を

活
用

し
た

公
共

工
事

の
適

正
な

施
工

の
確

保
（

第
条

及
び

第

条
第

２
項

関
係

）

公
共

工
事

に
お

い
て

、
建

設
業

者
（

下
請

負
人

を
含

む
。
）
は

、
工

事
の

施
工

の
管

理
に

関
す

る
情

報
シ

ス
テ

ム
の

整
備

等
の

建
設

工
事

の
適

正
な

施
工

を
確

保
す

る
た

め
に

必

要
な

情
報

通
信

技
術

の
活

用
に

関
し

必
要

な
措

置
を

講
ず

る
よ

う
努

め
る

こ
と

と
さ

れ

た
。
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※
７

建
築

一
式

工
事

の
場

合

※
８

土
木

一
式

工
事

又
は

建
築

一
式

工
事

以
外

の
建

設
工

事
の

う
ち

、
施

工
技

術
が

画
一

的
で

あ
り

、
そ

の
施

工
の

技
術

上
の

管
理

の
効

率
化

を
図

る
必

要
が

あ
る

工
事

（
３

）
国

土
交

通
大

臣
の

監
督

処
分

に
係

る
公

告
の

方
法

の
拡

充

国
土

交
通

大
臣

か
ら

許
可

を
受

け
た

建
設

業
者

が
建

設
業

法
の

規
定

に
違

反
す

る
行

為
等

を
行

っ
た

た
め

に
、

国
土

交
通

大
臣

が
当

該
建

設
業

者
に

営
業

停
止

処
分

又
は

許

可
の

取
消

し
を

行
っ

た
場

合
、

規
則

第
条

の
２

の
規

定
に

よ
り

国
土

交
通

大
臣

は
そ

の
旨

を
官

報
に

公
告

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
と

さ
れ

て
い

る
と

こ
ろ

、
手

続
合

理
化

の

観
点

か
ら

公
告

の
方

法
と

し
て

新
た

に
ウ

ェ
ブ

サ
イ

ト
へ

の
掲

載
等

を
認

め
る

こ
と

と

し
た

。

（
４

）
「

一
」

に
掲

げ
る

以
外

の
建

設
業

法
令

遵
守

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

に
お

け
る

主
な

改
正

内
容

に
つ

い
て

建
設

業
法

第
条

の
５

に
規

定
さ

れ
る

「
著

し
く

短
い

工
期

の
禁

止
」

の
判

断
基

準

に
つ

い
て

、
時

間
外

労
働

規
制

に
抵

触
す

る
工

期
と

し
た

場
合

は
建

設
業

法
上

違
反

と
な

り
、

ま
た

、
「

工
期

に
関

す
る

基
準

」
に

照
ら

し
て

不
適

正
に

短
く

設
定

さ
れ

た
工

期
と

し
た

場
合

は
建

設
業

法
上

違
反

と
な

る
お

そ
れ

が
あ

る
行

為
で

あ
る

と
し

て
事

例
を

追

加
す

る
こ

と
と

し
た

。

（
５

）
建

設
業

許
可

事
務

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

に
お

け
る

主
な

改
正

内
容

に
つ

い
て

建
設

業
法

第
７

条
第

２
号

に
規

定
す

る
営

業
所

技
術

者
及

び
同

法
第

条
第

２
号

に

規
定

す
る

特
定

営
業

所
技

術
者

の
呼

称
変

更
に

伴
い

、
所

要
の

改
正

を
行

う
こ

と
と

し

た
。

ま
た

、
（

２
）

に
関

し
、

特
定

建
設

業
の

許
可

を
要

す
る

下
請

代
金

額
の

下
限

の
見

直
し

を
反

映
す

る
こ

と
と

し
た

。

13
 

 （
別

添
）

 
〇

建
設

業
法

等
の

改
正

の
概

要
資

料
 

〇
建

設
業

法
施

行
令

及
び

国
立

大
学

法
人

法
施

行
令

の
一

部
を

改
正

す
る

政
令
（

官
報

）
 

〇
建

設
業

法
施

行
規

則
等

の
一

部
を

改
正

す
る

省
令

（
官

報
）

 
○

公
共

工
事

の
入

札
及

び
契

約
の

適
正

化
の

促
進

に
関

す
る

法
律

施
行

規
則

（
官

報
）

 
○

公
共

工
事

に
お

け
る

建
設

業
法

第
条

の
２

第
２

項
に

よ
る

通
知

の
参

考
様

式

〇
「

工
期

又
は

請
負

代
金

の
額

に
影

響
を

及
ぼ

す
事

象
に

関
す

る
情

報
の

通
知

に
つ

い
て

」

（
令

和
６

年
月

日
付

け
国

会
公

契
第

号
、
国

官
技

第
号

、
国

営
管

第

号
、
国

営
計

第
号

、
国

港
総

第
号

、
国

港
技

第
号

、
国

空
予

管
第

号
、

国
空

空
技

第
号

、
国

空
交

企
第

号
、

国
北

予
第

号
）

〇
建

設
業

許
可

事
務

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

（
本

文
）

〇
建

設
業

法
令

遵
守

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

‐
元

請
負

人
と

下
請

負
人

の
関

係
に

係
る

留
意

点
‐
（

本
文

）

〇
発

注
者

・
受

注
者

間
に

お
け

る
建

設
業

法
令

遵
守

ガ
イ

ド
ラ

イ
ン

（
本

文
）

〇
監

理
技

術
者

制
度

運
用

マ
ニ

ュ
ア

ル
（

本
文

）
 

○
人

員
の

配
置

を
示

す
計

画
書

（
参

考
様

式
）
（

規
則

第
１

７
条

の
２

第
１

項
第

５
号

、
第

１
７

条
の

５
第

１
項

第
５

号
関

係
）

 
○

情
報

通
信

技
術

を
活

用
し

た
建

設
工

事
の

適
正

な
施

工
を

確
保

す
る

た
め

の
基

本
的

な

指
針

 

※
�　（
別
添
）
に
つ
い
て
は
、
本
会
Ｈ
Ｐ
の
会
員
専
用
ペ
ー
ジ
に
掲
載
さ
れ
て
お
り
ま
す
の
で
ご
覧

く
だ
さ
い
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●建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律

【目標・効果】・全産業を上回る賃金上昇率の達成（ ～ 年度）
（ＫＰＩ） ・技能者と技術者の週休２日の割合を原則 ％（ 年度）

・ 建設業は、他産業より賃金が低く、就労時間も長いため、
担い手の確保が困難。

概要

○契約前のルール
・資材高騰など請負額に影響を及ぼす事象 リスク の情報は、受注者から注文者に提供するよう義務化
・資材が高騰した際の請負代金等の「変更方法」を契約書記載事項として明確化

○契約後のルール
・資材高騰が顕在化した場合に、受注者が「変更方法」に従って契約変更協議を申し出たとき
は、注文者は、誠実に協議に応じる努力義務※ ※公共工事発注者は、誠実に協議に応ずる義務

２．資材高騰に伴う労務費へのしわ寄せ防止

１．労働者の処遇改善
○労働者の処遇確保を建設業者に努力義務化

国は、取組状況を調査･公表、中央建設業審議会へ報告

○標準労務費の勧告
・中央建設業審議会が「労務費の基準」を作成･勧告

○適正な労務費等の確保と行き渡り
・著しく低い労務費等による見積りや見積り依頼を禁止

国土交通大臣等は、違反発注者に勧告･公表
（違反建設業者には、現行規定により指導監督）

○原価割れ契約の禁止を受注者にも導入

３．働き方改革と生産性向上

労務費確保のイメージ

○長時間労働の抑制
・工期ダンピング対策を強化

（著しく短い工期による契約締結を受注者にも禁止）

○ を活用した生産性の向上
・現場技術者に係る専任義務を合理化（例．遠隔通信の活用）

・国が現場管理の「指針」を作成（例．元下間でデータ共有）

特定建設業者※や公共工事受注者に効率的な現場
管理を努力義務化 ※ 多くの下請業者を使う建設業者

・公共工事発注者への施工体制台帳の提出義務を合理化
（ の活用で施工体制を確認できれば提出を省略可）

出典：厚生労働省「賃金構造基本統計調査」（令和４年）

（（ 参参 考考 １１ ）） 建建 設設 業業 のの 賃賃 金金 とと労労 働働 時時 間間
建設業 ※ 万円 年 時間 年
全産業 万円 年 時間 年

（（ 参参 考考 ２２ ）） 建建 設設 業業 就就 業業 者者 数数 とと 全全 産産 業業 にに 占占 めめ るる 割割 合合 内内
万人（ ％） ⇒ 万人（ ％）

背景・必要性

賃金

２次下請の
技能労働者

自社
経費

労務費

著しく
下回る
見積り･
契約を
禁止

労務費

下請
経費

自社
経費

著しく
下回る
見積り･
契約を
禁止

労務費

「
標
準
労
務
費
」

中中
央央
建建
設設
業業
審審
議議
会会
がが
勧勧
告告

下請
経費

自社
経費

材料費

元請

１次下請

２次下請

技術者が、カメラ映像を確認し、現場へ指示

タブレットを用いて
情報共有を円滑化

元請業者

下請業者

発注者

出典： 総務省「労働力調査」を基に国土交通省算出

処遇改善

労務費への
しわ寄せ防止
働き方改革

・
生産性向上

労働時間の適正化
現場管理の効率化

担い手の確保

持続可能な建設業へ

資材高騰分の転嫁

賃金の引上げ

設計図・
現場写真

・ 建設業が「地域の守り手」等の役割を果たしていけるよう、
時間外労働規制等にも対応しつつ、処遇改善、働き方改革、
生産性向上に取り組む必要。

（ ＋ ）（ ▲ ）

※賃金は「生産労働者」の値
出典：厚生労働省「毎月勤労統計調査」（令和４年度）

令和 年 月 日公布（令和 年法律第 号）

今回施行①

今回施行②

今回施行③
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日行連発第 1297 号 
令和 6 年 12 月 25 日 

各単位会長 様 
各申請取次行政書士管理委員会等委員長 様 

日本行政書士会連合会 
会長 常 住  豊 
中央研修所 

所長 西 村  誠 
申請取次行政書士管理委員会 

委員長 櫻 田 直 己 
 
 

令和 7 年度申請取次関係研修会の開催予定について 
 
 

日頃から本会事業の推進に対しご理解ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 
令和 7 年度の申請取次関係研修会の開催予定について、別添のとおりお知らせいたします。 
次年度も引き続き、地方出入国在留管理局からの講師派遣による講義収録のご協力をいた

だきながら、VOD（ビデオ・オン・デマンド）方式で実施する方針です。 
研修を修了された皆様に一律に修了証書を発送する取り扱いに変更はありません。 
また、令和 4 年 7 月 20 日付・日行連発第 470 号でご案内のとおり、すでに届出済証明書

をお持ちの方の更新手続に、実務研修会の修了証書に加えて 1 年以内に発行された事務研修

会の修了証書も使用できるとした特例措置についても継続いたします。したがって、新規に

申請取次業務を行うことを希望される会員だけでなく、すでに届出済証明書をお持ちの会員

の方も事務研修を受講いただけます。 
本件については、日行連ホームページ及び会員専用サイト「連 con」にてご案内いたしま

すとともに、「月刊日本行政」1 月号（No.626）にも掲載し各会員へ周知いたします。 
ご案内のとおり「月刊日本行政」のデジタル化推進に伴い、冊子での発行は奇数月号の発

行時に 2 号分まとめて送付することとなり、令和 7 年 4 月からは奇数月号のみの送付とな

ります。会員の皆様には適宜、デジタル版の「月刊日本行政」をご確認いただくことを推奨

しておりますので、貴会におかれましても、貴会会員への周知により一層のご協力を賜りま

すようお願い申し上げます。 
 
【別添】 
・令和 7 年度行政書士申請取次関係研修会 日程表 

以上 
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催

案
内

（
会

員
サ

イ
ト

詳
細

発
表

）
申

込
期

間
修

了
証

書
発

行
日

（
同

日
発

送
予

定
）

結
果

通
知

発
送

予
定

日
(
基

準
未

到
達

者
の

み
）

1
実

務
研

修
会

(
更

新
)

令
和

7
年
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年
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日
行

連
発

第
13

15
号

令
和

6
年

12
月

27
日

各
単
位
会
長

様

日
本
行
政
書
士
会
連
合
会

会
長

常
住

豊

（
大
規
模
災
害
対
策
本
部
長
）

罹
災
証
明
書

の
申
請
様
式
の
統
一
化

に
つ
い
て
（
周
知
依
頼
）

平
素
よ
り
、
本
会
の
事
業
推
進

に
ご
理
解
ご
協
力

を
賜
り
、
厚
く
御
礼
申
し

上
げ
ま
す
。

今
般
、
内
閣
府
か
ら
各
都
道
府
県

に
対
し
、
罹
災
証
明
書

の
申
請
様
式
の
統
一
化

に
関
す
る
添

付
の
文
書
が
発
出
さ
れ
ま
し
た

。

本
件
は
日
行
連
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

の
会
員
専
用
サ
イ
ト
「

連
.
c
o
n
」
に
掲
載
し
ま
す
が
、

各
単
位

会
に
お
か
れ
ま
し
て
も
、

会
員
等
へ
の
周
知
に
ご
協
力

く
だ
さ
い
ま
す
よ
う
お

願
い
申
し
上
げ
ま

す
。 別
添
：
府
政
防
第

1
4
8
1
号

罹
災
証
明
書
の
申
請
様
式

の
統
一
化

以
上
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お 知 ら せ
行政書士無料相談について

… 広報業務対策部

行政書士制度広報月間（10 月 1 日から 31 日）行事の一つとして、行政書士による無料相談を
各支部で開催し、行政手続等の相談に応じました。無料相談開催の状況、内容別相談件数は、
次のとおりです。

令和 6 年度「行政書士無料相談会」開催日時・場所

支部 開 催 日 時 開　催　場　所

無料相談の内容・件数

合
　
　
計

遺

言･
相

続･�

成

年

後

見

各

種

契

約

会
計
記
帳･

定
款･�

内

容

証

明

不
動
産
関
係

戸

籍

関

係

知

的

財

産

建
設
・
風
営

法

人

設

立

土

地

開

発

農

地

転

用

自
動
車
関
係

入

管

関

係

行
政
不
服
申
立
代

理

業

務

そ

の

他

東信

10月26日（土）
9：00〜12：00�

上田市中央公民館�第 1 会議室
（上田市材木町 1 - 2 - 3 ）

13 1 2 16
10月26日（土）
9：15〜12：15

佐久平交流センター�会議室 3
（佐久市佐久平駅南 4 - 1 ）

諏訪

9月21日（土）
10：00〜16：00

諏訪市公民館
203・204号室

6 2 1 9
10月14日（月）
10：00〜16：00

諏訪市駅前交流テラス
すわっチャオ�会議室 1・2

南信

10月27日（日）
10：00〜15：00

伊那市商工会西春近支所
（伊那市西春近5140- 3 ）

5 1 1 7
10月6日（日）
10：00〜15：00�

エス・バード�B201号室
（飯田市座光寺3349- 1 ）

中信

10月12日（土）
10：00〜15：00 筑北村役場�204・206号室

38 1 2 3 1 45

10月14日（月）
10：00〜15：00

塩尻市北部交流センター
（えんてらす）
201・202・203号室

10月17日（木）
10：00〜15：00

安曇野市役所
211・212・213・214号室��

10月19日（土）
10：00〜15：00

松本市勤労者福祉センター
3 - 3 会議室

10月19日（土）
10：00〜15：00

木曽町文化交流センター
3階和室

10月20日（日）
10：00〜15：00

大町市総合福祉センター
第 1・第 2会議室

長野

10月�3日（木）
13：00〜16：00 もんぜんぷら座

4 1 5

10月�8日（火）
9：30〜12：00 東長野いこいの家

10月19日（土）
13：00〜16：00 中野市人権センター

10月28日（月）
13：30〜16：00 須坂商工会議所

合　　計 66 1 2 2 0 0 0 1 0 7 0 1 0 2 82
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職務上請求書確認日について（予定）

令和 6年度の職務上請求書確認日（ 2月、 3月）をお知らせいたします。
毎月第１・第３木曜日が原則ですが、日程に変更が生じる場合がありますので、ご了承を
お願いいたします。
「職務上請求書払い出しに関する運用」をご確認のうえ、確認日の前日までに事務局へお申
込みください。
なお、確認日は本会ホームページにて公開いたしますので、事前にご確認をお願いいたします。
　　　　令和 7年 2月 6日（木）、20日（木）
　　　　　　　　 3月 6日（木）、19日（水）

斡　旋　物　一　覧

品　　　　名 価　　格 備考

行 政 書 士 徽 章（ネジ） 3,000円 送料実費

行 政 書 士 徽 章（タイタック） 3,000円 　　〃

事 件 簿 用 紙 300円 　　〃

領 収 書 700円 　　〃

戸 籍 謄 本 等 職 務 上 請 求 書
（新様式・A 4版） 800円

「職務上請求書払い出しに関する運用」（別頁掲
載）に基づき払い出しいたします。
送料実費

行政書士業務を廃止される方へ

行政書士は、その業を廃止しようとするときは、遅滞なく、その旨を所属の行政書士会を経
由して日本行政書士会連合会に届出なければならないとされています（行政書士法施行規則第
12条）。
また、その手続は、行政書士法第 7条の 4及び日本行政書士会連合会会則第53条に基づき規
則で定めることとなっており、登録の抹消日については、日本行政書士会連合会が行政書士登
録抹消届出書を受け付けた日又は届出者が希望する廃業日のいずれか遅い日とすることとして
います（行政書士登録事務取扱規則第24条の 4）。
行政書士業務の廃止を予定されている方は、廃止予定日が決まった場合、事前に本会にご連
絡いただき、案内に従い、その旨を届出いただきますようお願いいたします。
なお、廃止予定日を月末とされる場合は、必ず当該月内に届出書が本会から日本行政書士会
連合会に到達することが条件となりますので、事前に手続日程等をご確認のうえ、お手続きく
ださい。
※…廃業を予定する月内に届出書が日本行政書士会連合会へ到達しなかった場合、上記規定に
より抹消日が翌月となるため、翌月分の本会会費が発生する場合がありますので、十分に
御留意ください。
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職務上請求書払い出しに関する運用について

令和 6年 8月改訂版 

職務上請求書払い出しに関する運用について 

 

日本行政書士会連合会職務上請求書の適正な使用及び取扱いに関する規則（以下「規則」

という。）第３６条規定に基づき使用済み職務上請求書の確認及び職務上請求書の払出条件

等について次のとおり運用する。 

  

１．職務上請求書払出し（購入）のスケジュール 

役員による内容確認日を原則毎月第１・３木曜日とする。 

その内容確認日の前日までに事務局に郵送または持参されたものについて受付をする。 

役員による確認で問題が無ければ、内容確認日の翌日に払い出しを行う。 

※第１・３木曜日が祝・休日の場合は当該祝・休日の翌事務局執務日を内容確認日とする。

内容確認日の前日が祝・休日の場合は当該祝・休日直前の事務局執務日までに郵送また

は持参されたものについて受付をする。 

 （内容確認日：本会ホームページのカレンダーに掲載） 

※規則第２４条第１項後段に基づき、審査状況により一定期間払出を凍結する場合があ

る。 

  

２．申込み・受取方法及び代金支払い方法 

○申込み方法 
（※使用済み職務上請求書の確認の必要がない場合（新規登録者等）は、即日払出し可

能とする）  
郵送による申込み：レターパックライトまたはプラスにて事務局宛郵送  
来所による申込み：事務局に持参（行政書士証票提示）  
※法人会員は法人名・法人の職印を押印のうえ申込み  
○受取方法  
郵送による受取：返送用レターパックプラス（ライトは不可）を同封すること。事務局

から登録事務所宛送付  
来所による受取：事務局にて行政書士票提示のうえ受取  
○代金支払方法 
郵送による受取：返送用レターパックに同封する郵便振替用紙にて職務上請求書代金

及び返送用 レターパック代金を支払い（同封されていない場合）  
来所による受取：事務局にて現金払い 
 

３．申込時に必要な書類 

・購入申込書 ・誓約書 ・使用済みの職務上請求書  
・日行連が実施する一般倫理研修受講修了証 

令和 6年 8月改訂版 

・来所の場合は行政書士証票、郵送の場合は行政書士証票のコピー  

 

４．購入が出来ない者 

・前月分までの会費について完納されていない者  ・補助者  
・使用人行政書士 ・規則第３５条の購入及び使用の禁止に該当する者 

 

５．使用済み請求書の確認による払出の可否は下記による 

別紙確認表によりチェックを行い、対応方法Ａ、Ｂ、Ｃ又はＤを選択することとし、各

項目の対応は次のとおりとする。 

Ａ：払出可  

Ｂ：確認役員による電話等で注意・確認を行い問題なければ払出可 

電話等で十分な確認ができないと思われる場合はＣに移行 

Ｃ：理由書・追加書類の提出を求め、注意・確認を行い問題なければ払出可 

問題があると思われる場合はＤに移行 

Ｄ：不正または重大な過誤が懸念されるため呼出により役員による聴取を行い問題なけ

れば払出可、問題があれば綱紀案件に移行 

  

６．この運用に記載のない事項は規則に従う。 

  

この運用は令和６年７月１８日以降の払い出しに適用する。 

 

※※職職務務上上請請求求書書使使用用済済みみ控控ええ確確認認日日はは、、本本会会ホホーームムペペーージジににてて公公開開いいたたししまますす。。  



─ 48 ─

令和 6年 8月改訂版 

・来所の場合は行政書士証票、郵送の場合は行政書士証票のコピー  

 

４．購入が出来ない者 

・前月分までの会費について完納されていない者  ・補助者  
・使用人行政書士 ・規則第３５条の購入及び使用の禁止に該当する者 

 

５．使用済み請求書の確認による払出の可否は下記による 

別紙確認表によりチェックを行い、対応方法Ａ、Ｂ、Ｃ又はＤを選択することとし、各

項目の対応は次のとおりとする。 

Ａ：払出可  

Ｂ：確認役員による電話等で注意・確認を行い問題なければ払出可 

電話等で十分な確認ができないと思われる場合はＣに移行 

Ｃ：理由書・追加書類の提出を求め、注意・確認を行い問題なければ払出可 

問題があると思われる場合はＤに移行 

Ｄ：不正または重大な過誤が懸念されるため呼出により役員による聴取を行い問題なけ

れば払出可、問題があれば綱紀案件に移行 

  

６．この運用に記載のない事項は規則に従う。 

  

この運用は令和６年７月１８日以降の払い出しに適用する。 

 

※※職職務務上上請請求求書書使使用用済済みみ控控ええ確確認認日日はは、、本本会会ホホーームムペペーージジににてて公公開開いいたたししまますす。。  
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誓 約 書 
 

 私（達）は、「戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求書（以下「職務上請求書」という。）」

の購入及び使用に際し、以下の事項を誓約します。 

 

１．私（達）が職務上請求書を取り扱う際の誓約 

（１）職務上請求書は、行政書士として職務上必要な請求に限り使用し、これ以外の請求

や、身元調査等人権侵害のおそれがある場合は、使用しません。 

（２）職務上請求書には、日本行政書士会連合会が定めた記入要領に反した記載（記入要

領の定めにより記載することとされた事項を記載しないことを含む。）は行いません。 

（３）職務上請求書には、不実の記載をしません。 

（４）控えは２年間保管し、所属単位会等からの提出要請があれば、これに応じます。 

（５）廃業の届出その他行政書士法第７条の規定により登録が抹消されることとなった場

合又は解散の届出その他行政書士法第１３条の１９の規定により解散することとなっ

た場合は、所属単位会に未使用分の職務上請求書を速やかに返戻します。 

２．私（達）以外の者による職務上請求書の不正使用を防止するための誓約 

（１）職務上請求書は、何人にも譲り渡さず、かつ使用人である行政書士に使用させる場

合又は使者として補助者を用いる場合を除き、他人に使用させません。 

（２）職務上請求書は、盗難、紛失又は毀損を防止するよう適切に管理し、紛失、盗難時

には、速やかに所属単位会に報告するとともに、警察署に届け出ます。 

（３）私（達）の使用人である行政書士又は補助者が、私（達）が購入した職務上請求書

に関して行った行為については、その責任を負います。 

３．上記１又は２に違背することは、行政書士又は行政書士法人の信用又は品位を害し、行政

書士又は行政書士法人たるにふさわしくない重大な非行に該当し、処分を受けるに相当する

ものであることを認識します。 

４．職務上請求書の不適切な取扱いに関して、都道府県知事による懲戒処分又は所属単位会に

よる会則の規定に基づく処分がなされた場合には、以下の措置が取られることについて、何

ら異議を申し立てません。 

（１）所属単位会に未使用分の「職務上請求書」を速やかに返戻し、一定期間新たな購入

ができないこと。 

（２）日本行政書士会連合会が定める方法により、氏名又は法人名称及び処分内容等が一

般国民に対し一定期間公表されること。 

 

日   付 令和  年  月  日 所属単位会             会 

登録（法人）番号  会員番号   

氏名（法人名称） 職印 

＜以下、単位会記入欄＞ 

払出し管理番号  

 

様様式式第第33号号（（第第2222条条関関係係））  
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会員専用ページのID・パスワードについて

本会ホームページの研修会情報、業務資料等が掲載されている「会員専用ページ（会員への
お知らせ）」を閲覧するためには、ログイン用の「ユーザー名（ID）」と「パスワード」が必
要になります。会員登録していただきますと、会報発行のお知らせ、研修情報等が登録のメー
ルアドレスへ自動配信され、研修会の申し込みが可能となりますので、ぜひご登録をお願いい
たします。

0. 初回ログイン

パスワードは全員共通しているため、初回ログイン時はパスワードの再設定が必要になります。

11..会会員員専専用用ペペーージジ

22..会会員員仮仮登登録録ペペーージジ

３３..パパススワワーードド再再登登録録メメーールル

４４..会会員員本本登登録録ペペーージジ

IDとパスワードを入力します。

受信できるメールアドレスを入力してくだ
さい。
入力したメールアドレス宛に「パスワード
設定」の案内メールが届きます。

パスワード再登録用のアドレスが記載され
たメールが届きます。

[ 再登録アドレス ]
クリックするとパスワード再登録ページが
開きます。

新しいパスワードを入力します。
次回以降、設定したパスワードでログイン
をします。
忘れないように管理してください。

ログインID：会員番号
パスワード：password

※�日行連発行の「登録番号」では
ありません。
　�長野会発行の「会員番号」とな
りますので、会員証をご確認く
ださい。
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□封印管理委員会
１　と　　き　令和 6年 10 月 16 日（水）
２　と こ ろ　長野市、会館
３　出 席 者　良川委員長、中塚副委員長
４　会議事項
　（1）…丁種封印会員呼び出し及び事情聴取
　（2）…規則の改正について
　（3）…会費の徴収について

□国際部研修会
１　と　　き　令和 6年 10 月 18 日（金）
２　と こ ろ　長野市、会館
３　出 席 者　…三浦部長、春日副部長、金井、八

幡各部員、会員 27 名
４　研修内容
　（1）…身分系在留資格とは
　（2）…身分系在留資格の要件（認定・変更・更新

の場合）
　（3）…身分系在留資格の在留資格別永住要件他
　（4）…質問と意見交換
5　講　　師　……長野県行政書士会　国際部長　三

浦洋子先生

□綱紀委員会
１　と　　き　令和 6年 10 月 22 日（火）
２　と こ ろ　長野市、会館
３　出 席 者　…宮嶋副委員長、木内職務代理者、

奈良木、宮本各委員
４　研修内容　
　（1）…　綱紀案件の報告
　（2）…　綱紀案件の聴取について
　（3）…　その他

□研修部会（オンライン）
１　と　　き　令和 6年 10 月 22 日（火）
２　出 席 者　…髙木部長、五味副部長、飯塚、涌

井各部員

３　研修内容
　（1）…ブラッシュアップ研修会について
　（2）…新規登録者必須研修会について
　（3）…特定行政書士法定研修の考査についての報告
　（4）…その他

□一日合同行政相談所
１　と　　き　令和 6年 10 月 22 日（火）
２　と こ ろ　飯田市、飯田市役所
３　出 席 者　南信支部原満輝会員

□外国人を対象とした無料相談会
１　と　　き　令和 6年 10 月 29 日（火）
２　と こ ろ　東京都、東京出入国在留管理局
３　出 席 者　…金井国際部員

□行政書士試験実施に係る 
打ち合わせ会議

１　と　　き　令和 6年 10 月 30 日（水）
２　と こ ろ　長野市、会館
３　出 席 者　…和田会長、二瓶、鈴木各会場責任

者、試験監督員 39 名
４　会議事項　
　（1）…令和 6年度行政書士試験合同会議
　（2）…令和 6年度行政書士試験会場別会議
　（3）…その他

□ブラッシュアップ研修会
１　と　　き　令和 6年 11 月 1 日（金）
２　と こ ろ　長野市、会館
３　出 席 者　…和田会長、髙木部長、五味副部長、

飯塚、涌井各会員、土屋デジタル
推進特別委員長、会員 27 名（会
場 15 名、オンライン 12 名）

４　研修内容　
　（1）…研修部によるミニ企画（参加会員間での交

流時間）
　（2）…「更なるステップアップのために・法改正

と行政書士の未来」

会 議 報 告
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5　講　　師　…東京都行政書士会所属　伊藤　浩　
先生

□外国人を対象とした無料相談会
１　と　　き　令和 6年 11 月 5 日（火）
２　と こ ろ　…長野市、東京出入国在留管理局長

野出張所
３　出 席 者　…三浦国際部長、春日国際副部長、

金井、八幡各国際部員

□総務部会（オンライン）
１　と　　き　令和 6年 11 月 6 日（水）
２　出 席 者　…和田会長、鈴木部長、平林副部長、

井上、藤井各部員
３　会議事項
　（1）…コンプライアンスマニュアルの改訂について
　（2）…その他

□令和 6 年度行政書士試験
１　と　　き　令和 6年 11 月 10 日（日）
２　と こ ろ　…長野会場（JA長野県ビル）、松本

会場（松本歯科大学）
３　出 席 者　…和田会長、二瓶、鈴木各会場責任

者、試験監督員 39 名

□国際部研修会
１　と　　き　令和 6年 11 月 11 日（月）
２　と こ ろ　長野市、会館
３　出 席 者　…三浦部長、春日副部長、金井、八

幡各部員、会員 36 名（会場 13 名、
オンライン 23 名）

４　研修内容・講師
　（1）…帰化申請、国籍取得について・長野地方法

務局戸籍課長　神津哲也　様
　（2）…入管業務における留意点・東京出入国在留

管理局長野出張所長　後藤田信也　様

□内閣府・長野県・富山県共催災害
ケースマネジメントに関する 
地方公共団体及び関係民間団体
向け説明会

１　と　　き　令和 6年 11 月 12 日（火）

２　と こ ろ　長野市、ホテル信濃路
３　出 席 者　…栁澤法務部長
４　講　　演
　（1）…災害ケースマネジメントのポイント
　（2）…被災者の生活再建支援を支える情報マネジ

メント
　（3）…令和元年東日本台風災害被災者見守り・相

談支援等事業、長野市生活支援・地域ささ
えあいセンターについて

　（4）…よりそいホットライン相談に届く被災者・
避難者のリアル

　（5）…グループワーク
5　講　　師
　（1）…津久井進氏（前日弁連災害復興支援委員長）
　（2）…井ノ口宗成氏（富山大学都市デザイン学部

准教授）
　（3）…小野貴規氏（長野市社会福祉協議会地域福

祉課ボランティアセンター）
　（4）…澤上幸子氏（（一社）社会的包摂サポート

センターコーディネーター）

□一日合同行政相談所
１　と　　き　令和 6年 11 月 13 日（水）
２　と こ ろ　長野市、長野生涯学習センター
３　出 席 者　…長野支部栁澤博志会員

□農林建設部会
１　と　　き　令和 6年 11 月 19 日（火）
２　と こ ろ　長野市、会館
３　出 席 者　…上島部長、藤澤副部長、田嶋、奈

良木各部員
４　会議事項
　（1）…次回の研修について
　（2）…今後の予定について
　（3）…その他
　（4）…官庁訪問

□封印管理委員会
１　と　　き　令和 6年 11 月 20 日（水）
２　と こ ろ　長野市、会館
３　出 席 者　…良川運輸交通部長、中塚副部長
４　会議事項
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　（1）…封印会員の問題事案の発生への対応について
　（2）…丁種封印の会費の徴収について
　（3）…出張封印の件数の確認

□県警との情報交換会
１　と　　き　令和 6年 11 月 20 日（水）
２　と こ ろ　長野市、会館
３　出 席 者　…良川運輸交通部長、中塚副部長、

長野県警交通規制課課長補佐　…
大久保浩　様

４　内　　容
　（1）…車庫証明申請状況等について
　（2）…行政書士会員からの質問・要望等
　（3）…その他

□デジタル推進特別委員会
１　と　　き　令和 6年 11 月 21 日（木）
２　と こ ろ　長野市、会館
３　出 席 者　…土屋委員長、涌井副委員長、大澤

（オンライン）、小池（オンライ
ン）各委員

４　会議事項
　（1）…行政書士会デジタル化のための機器選定に

ついて
　（2）…研修部との共催研修会について
　（3）…委員会主催研修会について
　（4）…その他

□特設合同行政相談所
１　と　　き　令和 6年 11 月 21 日（木）
２　と こ ろ　…東筑摩郡山形村、松本井上アイシ

ティ 21
３　出 席 者　…中信支部赤羽圭介会員

□日行連関地協連絡会
１　と　　き　令和6年11月21日（木）、22日（金）
２　と こ ろ　高崎市、ホテルグランビュー高崎
３　出 席 者　…和田会長、荻原、上島、二瓶、松

島各副会長、井上事務局長
４　会議事項
　（1）…講演会：…今、これからの災害に備えておく

こと～行政書士に出来ること～

　　　講　師：…防災システム研究所所長　…
山村武彦　様

　（2）…日行連の当面の諸課題及び事業の説明
　（3）…全体会（日行連との連絡等）
　（4）…会長会、事務局長会議

□日行連福祉関係業務に関する 
全国担当者会議（オンライン）

１　と　　き　令和 6年 11 月 25 日（月）
２　出 席 者　…栁澤法務部長
３　内容・講師　
　（1）…令和 6年度障害福祉サービス等報酬改定に

ついて・厚生労働省
　（2）…令和6年度障害福祉サービス等報酬改定（障

害児支援関係）について・こども家庭庁
　（3）…日行連と各単位会との意見交換

□外国人を対象とした無料相談会
１　と　　き　令和 6年 11 月 26 日（火）
２　と こ ろ　東京都、東京出入国在留管理局
３　出 席 者　…八幡国際部員

□日行連登録事務手続に関する単
位会向けオンライン説明会

１　と　　き　令和 6年 11 月 27 日（水）
２　出 席 者　…中沢、大内各職員
　（1）…新会員管理システムの基本的考え方について
　（2）…登録事務に関する変更点・課題点について

□総務部会
１　と　　き　令和 6年 11 月 29 日（金）
２　と こ ろ　長野市、会館
３　出 席 者　…和田会長、鈴木部長、平林副部長、

井上、藤井各部員
４　会議事項
　（1）…新年賀詞交歓会について
　（2）…コンプライアンスマニュアルの改訂について
　（3）…その他
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□関東地方建設キャリアアップ 
システム処遇改善推進協議会 

（オンライン）

１　と　　き　令和 6年 11 月 29 日（金）
２　出 席 者　…上島農林建設部長
３　議　　事
　（1）…第 3 次担い手 3法改正について
　（2）…建設キャリアアップシステムの普及・促進

に向けた取組みと 3カ年計画について
　（3）…建設キャリアアップシステムに関する各種

機能について
　（4）…建退共電子申請との連携について
　（5）…各構成員の取り組み状況
　（6）…意見交換等

□法務省主催 ADR の日 
オンライン・フォーラム

１　と　　き　令和 6年 12 月 2 日（月）
２　出 席 者　…二瓶ADRセンター長
３　内　　容　
　（1）…実証事業の報告
　（2）…実証事業で使用したシステムの紹介
　（3）…パネルディスカッション

□ ADR 手続実施者養成研修 
（オンライン）
１　と　　き　令和 6年 12 月 3 日（火）
２　出 席 者　…二瓶センター長、渡邊副センター

長、深澤運営委員、受講者 9名
３　研修内容　…昨年度の総復習（調停技法・4分

野・ロールプレイ）
４　講　　師　…二瓶センター長、渡邊副センター

長、深澤運営委員　

□広報業務対策部会（オンライン）
１　と　　き　令和 6年 12 月 4 日（水）
２　出 席 者　…吉田部長、栁澤副部長、五味、友

渕、大前各部員、土屋デジタル推
進特別委員長

３　会議事項
　（1）…事業計画の確認

　（2）…デジタル推進特別委員会より情報提供・意
見交換

　（3）…会報 166 号の発行について

□中間監査
１　と　　き　令和 6年 12 月 9 日（月）
２　と こ ろ　長野市、会館
３　出 席 者　…藤森、小林各監事、和田会長 ･政

連会長、鈴木総務部長、二瓶政連
幹事長

４　監査執行状況
　…　令和 6年 4月 1日から令和 6年 11 月 30 日ま
での業務推進状況及び、一般会計、斡旋物特別
会計の収入・支出状況について、並びに長野県
行政書士政治連盟の収入・支出状況について、
関係帳簿、証拠書類、預金通帳等により監査が
行われた。
　…　監査結果については、12 月 12 日開催の理事
会及び幹事会で監事から適正に処理されている
旨報告がなされた。

□正副会長会
１　と　　き　令和 6年 12 月 9 日（月）
２　と こ ろ　長野市、会館
３　出 席 者　…和田会長、荻原、上島、二瓶、松

島各副会長、鈴木総務部長
４　会議事項
　（1）…理事会・幹事会の議題について
　（2）…その他

□研修部会
１　と　　き　令和 6年 12 月 12 日（木）
２　と こ ろ　長野市、会館
３　出 席 者　…髙木部長、五味副部長、飯塚、涌

井各部員
４　会議事項
　（1）…新規登録者必須研修会について
　（2）…デジタルツール研修会（2回目）について
　（3）…ブラッシュアップ研修会についての報告
　（4）…特定行政書士法定研修の考査結果について

の報告
　（5）…その他
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□理事会
１　と　　き　令和 6年 12 月 12 日（木）
２　と こ ろ　長野市、会館
３　出 席 者　…和田会長、荻原、上島、松島各副

会長、土屋、木村、五味、木下、
飯塚、小野、友渕、三浦、鈴木、
良川、涌井、大前各理事、藤森、
小林各監事、栁澤コスモス支部長

４　会議事項
　（1）…中間監査報告について
　（2）…綱紀案件について
　（3）…令和 7年新年賀詞交歓会について
　（4）…定時総会の日程について
　（5）…一般倫理研修の受講について
　（6）…日行連理事会の報告について
　（7）…（公社）コスモス成年後見サポートセンター

長野県支部との会館使用契約について
　（8）…長野県収入証紙の取り扱いの中止について
　（9）…その他

□日行連全国空き家対策担当者会議 
（オンライン）
１　と　　き　令和 6年 12 月 16 日（月）
２　出 席 者　…栁澤法務部長
３　内　　容
　（1）…講演・講師（空き家対策に関する現状等に

ついて・国土交通省）
　（2）…日行連と各単位会との意見交換会

□県警との意見交換会
１　と　　き　令和 6年 12 月 17 日（火）
２　と こ ろ　長野市、会館
３　出 席 者　…和田会長、小野部長、金井副部長、

和田部員
４　県　　警　…生活安全部生活安全企画課許可事

務担当室長兼管理幹　渡邉　誠　
様、同課長補佐　山岸美和　様、
同係長（風俗営業担当）樋田康宏　
様、同係長（古物営業担当）前橋　
浩　様　

5　内　　容　営業許可申請関係意見交換会

□環境生安部研修会
１　と　　き　令和 6年 12 月 17 日（火）
２　と こ ろ　長野市、会館
３　出 席 者　…小野部長、金井副部長、和田部員、

会員 15 名
４　研修内容　
　（1）…風俗営業許可手続きにおける留意事項
　（2）…古物営業許可手続における留意事項
　（3）…その他
5　講　　師　…長野県警察本部　ご担当者　様

□外国人を対象とした無料相談会
１　と　　き　令和 6年 12 月 24 日（火）
２　と こ ろ　東京都、東京出入国在留管理局
３　出 席 者　…金井国際部員

□ ADR 手続実施者養成研修 
（オンライン）
１　と　　き　令和 6年 12 月 25 日（水）
２　出 席 者　…二瓶センター長、深澤運営委員、

受講者 8名
３　研修内容　…講師養成（中級編）調停の実施・

オンラインロールプレイ
４　講　　師　…二瓶センター長

□申請取次行政書士管理委員会
１　と　　き　令和 6年 12 月 27 日（金）
２　出 席 者　…三浦委員長、春日副委員長、八幡

委員
３　協議・調査等事項
　（1）…東京出入国在留管理局長からの情報提供へ

の対応について
　（2）…会員に係る案件についての調査及び聴聞
　（3）…その他

□新潟会新年賀詞交歓会
１　と　　き　令和 7年 1月 8日（水）
２　と こ ろ　新潟市、ホテルオークラ新潟
３　出 席 者　…松島副会長
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□東京会新年賀詞交歓会
１　と　　き　令和 7年 1月 9日（木）
２　と こ ろ　東京都、京王プラザホテル
３　出 席 者　…和田会長

□ ADR 手続実施者養成研修 
（オンライン）
１　と　　き　令和 7年 1月 9日（木）
２　出 席 者　…二瓶センター長、渡邊副センター

長、深澤運営委員、受講者 11 名
３　研修内容　…専門分野（外国人に関する紛争）

トラブル事例・関連法規など
４　講　　師　…二瓶センター長、渡邊副センター

長

□農林建設部研修会
１　と　　き　令和 7年 1月 9日（木）
２　と こ ろ　長野市、会館
３　出 席 者　…上島部長、藤澤副部長、田嶋、奈

良木各部員、会員 47 名（会場 5名、
オンライン 42 名）

４　研修内容　…建設業許可・経営事項審査電子申
請システム（JCIP）について

… … ①概要、② JCIP の操作方法
5　講　　師　……（一財）建設業情報管理センター
… … 企画業務部担当部長　赤羽浩之　様　
… … …同情報管理システム総括課課長代理　

淵脇　浩　様

□総務部会
１　と　　き　令和 7年 1月 10 日（金）
２　と こ ろ　長野市、会館
３　出 席 者　…和田会長、鈴木部長、平林副部長、

井上、藤井各部員
４　会議事項
　（1）…新年賀詞交歓会について
　（2）…コンプライアンスマニュアルの改訂について
　（3）…その他

□千葉会新年賀詞交歓会
１　と　　き　令和 7年 1月 13 日（月）
２　と こ ろ　…千葉市、アパホテル＆リゾート東

京ベイ幕張
３　出 席 者　…和田会長

□埼玉会新年賀詞交歓会
１　と　　き　令和 7年 1月 14 日（火）
２　と こ ろ　…さいたま市、ロイヤルパインズホ

テル浦和
３　出 席 者　…和田会長

□日行連新年賀詞交歓会
１　と　　き　令和 7年 1月 17 日（金）
２　と こ ろ　東京都、ホテルオークラ東京
３　出 席 者　…和田会長、荻原、上島、二瓶、松

島各副会長
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令和 6年秋の褒章で長野支部の三井經光会員と佐藤壽三郎会員のお二人が同時に旭日小綬章
を受章されました。名誉ある褒章をお受けされましたお二人にはこれまでのご活躍に対しここ
に謹んでお祝いを申し上げます。

三井会員は、長野市議会議員を 9期 34 年間の在職、及び、市議会議長を 1期務められ、行
政書士関係では、長野支部理事、本会行政書士政治連盟会長等を歴任されました。
佐藤会員は、須坂市議会議員を 6期 24 年間の在職、及び、市議会議長を 1期務められ、行
政書士関係では、長野支部長、支部理事、本会副会長、本会理事、本会行政書士政治連盟幹事
長等を歴任されました。また、共に行政書士として国民の権利擁護と義務の履行に関する業務
に長年携わり行政書士としての使命を充分果たしてこられました。こうしたことが国に認めら
れ、栄誉ある褒章につながったものと拝察いたします。今後も健康にご留意され行政書士制度
の発展にご尽力いただければ幸いです。

最後に、お二人の益々のご健康ご繁栄をご祈念いたしましてお祝いのご報告といたします。

二名の支部会員が栄えある旭日小綬章を受章
… 長野支部長　和田　英幸

支部だより

三井会員 佐藤会員
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令和 7年の新春を迎え、謹んでごあいさつ申し上げます。政治連盟会員の皆様におかれまし
ては、政治連盟の活動にご理解ご協力をいただき心から厚く御礼申し上げます。
私たちは、行政書士の国家資格者として業をなしており、行政書士法によって、広く国民の
信頼の上に、国民と行政の間に立ち、行政手続きの円滑な実施に寄与し、国民の権利利益の実
現に資することを使命としています。
これまで多くの役員及び関係者がその使命を全うするために、本会や日行連・日政連と連携
し行政書士法や関係法改正、行政手続や窓口業務の改善、行政書士の地位向上などの実現に向
けて要望活動を行ってまいりました。
近年、国や県において、オンラインによる電子申請や電子データによる許認可申請や書類提
出などが急速に進み行政書士業務に大きな変化が生じています。今後、行政書士はこうした社
会情勢に敏感に反応し、デジタル化に対応できなければ、仕事ができない時代になりました。
今、国が進めているデジタル化に対応するために、日行連及び日政連は関係国会議員、総務
省、デジタル庁等と連携して行政書士法改正について詰めてきておりますが、デジタル関連法
制定については、本年 1月 24 日開会の通常国会提出に向けて調整を行っています。こうした
動きに合わせて、議案通過に向けて全国の政治連盟支部が一丸となって、日政連の活動に協力
することによりデジタル社会に対応できる行政書士制度を継続発展させ、これまでの職域を確
保することにつながります。本政治連盟も日政連と連携し地元国会議員に対して要望活動を行
います。
行政書士政治連盟のこうした活動の成果はすべての行政書士の業務に反映されることですの
で、ご理解をいただき会員全員のご入会及び会費納入をいただければ幸いです。これからも国
民の信頼に応え業務が円滑に進められる環境整備を図り長野県行政書士会の発展のために本会
と連携し活動してまいりますのでご協力をよろしくお願いいたします。
最後に、本年が会員皆様方にとって益々の飛躍の年になりますことをご祈念し年頭のごあい
さつといたします。

長野県行政書士政治連盟のページ

令和 7年長野県行政書士政治連盟会長年頭所感

長野県行政書士政治連盟
　　

会長　和田　英幸
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会 員 の 動 き
※個人情報保護のため掲載事項を省略いたしました。

─入会者─
個人会員

所属支部 入会登録
年 月 日 氏　　名 事務所

（市町村名のみ） 所属支部 入会登録
年 月 日 氏　　名 事務所

（市町村名のみ）

東信支部 6.�11.� 1 神原　　厚 佐久市 東信支部 6.�11.� 1 丸山　忠志 上田市

諏訪支部 6.�11.�15 武井　孝信 諏訪郡下諏訪町 中信支部 6.�11.�15 小西　信久 安曇野市

諏訪支部 6.�12.� 1 浅井　英彦 諏訪市 東信支部 7.� 1.�15 濱田　良浩 佐久市

長野支部 7.� 1.�15 古川　雅文 長野市

─単位会変更─
東京都行政書士会より移転（R6.12. 1）長野支部　岡部　邦暁（長野市）

─法人会員─
行政書士法人カーズ（岡谷市長地権現町四丁目 3番37号）・入会年月日…R6.…10.…17

─退会者─

所属支部 氏　　名 退　会
年月日 所属支部 氏　　名 退　会

年月日 所属支部 氏　　名 退　会
年月日

中信支部 田中　嗣泰 6.�10.� 3 長野支部 小林　幸徳 6.�10.� 9 中信支部 木山澤由彦 6.�10.�15

長野支部 湯本　和俊 6.�10.�29 東信支部 水野　和雄 6.�11.�30 東信支部 柳澤　清光 6.�12.�19

東信支部 日向　千春 6.�12.�31

編 集 後 記
新年あけましておめでとうございます。皆様は新年の抱負を立てますか？ストックホ
ルム大の研究では、「〇〇しない」という目標よりも「〇〇する」と目標を立てること
で成功率が上がるという研究結果があるようです。私は、それ以前にその目標自体忘れ
ないようにしないといけません。本年も何卒よろしくお願い申し上げます。

… （広報業務対策副部長　栁澤　祥子）






